


奥さま防災博士
前号（105号）でご紹介した「奥さま防災博士」o q地域防災の核にな

ってほしいH という願い通り、いま全国で活躍中です。

ここにご紹介するのは、その一部ですが、それぞれ積極的に地域の

消防関係と協力して防災活動を行っております。

各地で奮戦中．ノ

「主虫敢乃消火訓練」に参加

香川県竹本明代さん

小学校の校庭に生徒やお母さんたちを集め、

高松北消防署の指導で消火訓練。いざという

とき消火器がちゃんと使えるようにと、みな

さんとても真剣でした。 「訓練に積極的に参

加して、自分の体で党えておくことがとても

大切で、すね」と訓練を企画した竹本さん。

「119番の広場」で名相談係を

茨城県石井トシエさん

勝田市消防本部と協力して、市民の防災相

談に主婦の立場で応答し、とても好評でした。

「家庭の主婦の防災意識を高めるために、こ

れからも奥さま防災博士の活躍を期待してい

ます」と、 ホ119番の広場。を歩行者天国で企

画した勝田市消防本部の大山予防課長。

「一日消防長」特別点検

沖縄県城間ゆき 子さん

那覇市役所中庭にずらり勢揃いした消防車

を、平良市長といっしょに視察した「奥さま

防災博士の一日消防長」。 「私たちも 、主婦

の立場から火災予防に協力しなくては……。

防災の任に当たるみなさんもがんばってくだ

さい」と、市民の立場から激励しました。



城中大火図（神戸市立南蛮美術館提供）

慶応4年 （明治元年）正月、鳥羽伏見の戦いに敗れた徳川兵は、

5白から 6日にかけて大阪城に退却、6日夜、徳川慶喜城中より脱

出のあと城内大混乱、 7日から 8日にかけて、城兵は諸方へ落ち延

びていった。城内に残ったのは、城明け渡しの命をうけた目付以下

5、6名の幕臣のみであった。

長州 ・薩摩兵が大阪城に進軍してきたのは 9日早朝のこと。午前

8時ごろには、無血開城の話がまとま

はすでに京橋口定番屋敷が燃え上がて

台所付近から出火して、消火にあたと

大火につつまれていった。そのうえ今

爆発、ものすごい地響きとともに黒処

民の肝をひやした。こうして10日の務



ったようであるが、その時に

ていた。そしてまもなく本丸

者もないまま 、みるみる全城

前10時ごろ、城内の火薬庫が

が天まで巻き上がり、大阪市

まで燃え続けた火災と爆発の

ため、城内の建物はほとんど焼失し、焼け残ったのは本丸ではわず

かに金蔵と金明水井戸屋形のみ、二の丸でも大手門・京橋門一帯と

そのほか周囲の八矢倉くらいのものであった。

大錦三枚続きのこの錦絵は、城中大火後まもなくつくられ、市販

されたものであるが、この大火に関する唯一の絵画資料といえよう。

（大阪城天守閣主任渡辺武）
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防災言 安 倍北夫

不断の備えとは

「不意の地震に不断の備え」という言葉を知っ

ている人は多い。実際、災害地を訪れてみると、

突然の災害に襲われた人たちにとって、この言葉

ほど痛切に響く真実はないようである。しかしそ

の反面、この言葉を聞いたとき 「言うことは分か

る。だけどなかなかそうはいかないものだ」とい

う思いを持つ人が多いのも事実であろう。それこそ

「のとソ亡過ぐれば熱さを忘る」のたぐいである。

毎日の忙しい日常に追い回され、経j斉的な支出

に四苦八苦しているような人生では、不断に張り

詰めて災害 t手ーというわけにはまいらなくなるの

は目に見えている。それでは「不意の地良ー一一災

害と言い換えても良いであろうが一一一に不断の備

え」というのは絵にかいたモチにすぎないのであ

ろうか。

、地震に備えての非常用品は、家の中にあちこち

分散したままにしておいて、しょっちゅう目を配

っているのでなく、ある日、それを調えたら、ひ

とまとめにして庭の物置きに波り込んでおく。い

ざというときは、 本能的に身ひとつ逃れ出しても、

非常用品は間に合っている。これが実は、不断の

備えではなかろうか。防災の日常習慣化一一つま

り不断は普段と読み換えてみたらいかがであろう。

点以外lEJ,i計大’.. ；：教授

大I..＇｛災を防ぐカナメが火を押さえることなのは、

今や小学校低学年で、もよく知っている。それで

というので、毎日石油ストーブに飛び付いて消す

訓練をすることがなにより必要であり、それこそ

「不断の備え」であろうか。いやむしろ、ある日

これまでの旧型に伴えて 対出自動消火装置っき

ストーブを買うことこそ、防災の本道でなくては

なるまい。その人はイlirt1スト ーブにびくびくおび

えることなく、 II’市生活に努めることができるは

ずである。そしてまた、いざというときf也になす

べきことに集中することだってできる。

ホテルや旅館に行ったとき、まず部屋に落ち着

いたら、だれでも浴場を見に行ったり、食堂やト

イレの位置を碓かめたりするはずである。それは

ほとんど身に着いた習慣のようである。そうして

なんとなく歩き回る人を、だれも神経質だとか変

な人だとはいわない。それでいて、まず非常出口

を儲かめ、非常階段を下ま で降りてみようとする

人がいると、お く病だとか神経1'lだとみがちなの

であろうか。こうレた個人習慣がやがて社会習↑ft

にまで成長するとき、企業似ljも防災への対応にも

っと真剣になるはずである。そのときこそ、 「普

段の習・1賞」が不断の防災都市を造ってくれる。

5 
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人工地下水に
おもうこと
山本荘毅

最近、新聞やテレビに「地下ダム」とか「人

工地下水」という言葉がよくでてくる。地下

水の人工緬養のことであるが、内容や目的に

ついて、よく知っている人は少ない。地下水

を人工的に極養するということは、どうやる

のだろうか。ちょっと興味をそそる問題でも

ある。

昔造られた水路は、大抵土水路で結構水は

漏っている。栃木県の那須野原にある「那須

疏水」では、 1m3/sec以上の水が漏れている

というから 1日にして約10万mJの漏水になる

が、日｜！の言葉でいえば地下水の人工栢養であ

る。武蔵野を横断した各用水は、武蔵野の地

下水を栢養していた。用水の通水を止めたた

め井戸のかれてしまった家が多い。東京都で

は水道管からの漏水が多い。都では、漏水率

を20%以下にしたいとして努力しているが、

6 

なかなかうまくいかない。

東京都の上水道による給水量は、 1日に約

500万mJであるから、 20%漏水すると100万mJ

になる。この数字は、膨大なもので lm3の原

価を60円とすれば、毎日 6千万円ずつが失わ

れていることになる。しかし、地下水を人工

的に極養していると考えれば問題はない。

我々の研究によれば、このような漏水による

人工極養量は少なくとも、東京では雨による

自然極養を上まわっている。

水田の地下水瓶養量も大きい。 日本では、

1年のうち約3か月がかんがい期で、水田に

は1甚水されている。水田からあまり漏水する

と用水量が大きくなって困るから、床締めを

して漏水を少なくしているが、それでも浸透

する量は大きい。水田地帯では、かんがいを

始めると地下水位が急に上昇して、かんがい

期間中ずっと高水位を維持するが、落水する

と水位は下がって しまうものである。

このような例は、我々が不知不識の聞に地

下水を人工的に癌養している例であって、地

下水瓶養が可能であることを端的に示してい

るといってよい。

地で水の人工面養は、古くから、恐らく紀
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元前5世紀位から行われた形跡があり、現在

では世界中で行われている。特に、降水量に

恵まれない乾燥ないし亜乾燥地域や、水質汚

濁が激しく良質な水を確保することが困難な

国々では、活発に行われている。

方法としては、池 ・水路・井戸などから水

を地下に注入、吸い込ませ、 一度地下水化し

てから揚水するものが多い。ところが、これ

が汚濁廃棄物の地下投棄と間違えられたり、

入れても地下には入らないなどとクレームを

つける人が多い。最近では、水を地下に注入

すると地震が起きるといって反対するものも

いる （深層注入で、地震の起とることは知ら

れているが、最近ではこれを逆に利用して小

地震を沢山起こして大地震を消すのに使われ

ようとしている）。

日本では、地下水の人工緬養が何か所かで

試みられ、成功した例、失敗した例が知られ

ている。これらを具体的に検討してみると、

成功したものは、チャンと金をかけて調査を

よくやっているが、失敗したものは調査に時

間と金をかけないものが多い。外国の実例を

調べてみると、実によく調査をし研究を行っ

ている。ばく大な金を使って実摘しているの

である。ところが日本では全く金が使われて

いない。「古井戸があるから水を突っ込んでみ

ょうか」といった調子である。まことに、あ

きれ返って物がいえない。

日本における科学の水準は、世界に伍して

決して低いものではない。このことは、地下

水の学問でも同じである。しかし残念なこと

には、地下水の専門家が少ないこと、地下水

人口が少ないことである。これは外国でも同

じであるが、外国と日本の違う点は外国では

ナマ半可な知識しか持ち合わせない大家とい

うものはいないし、そのような人カ＇（もしいた

としても ）口出しはしないことである。

なぜ、 外国でも日本でも地下水学をやる人

が少ないのだろうか。私が若いころ、京都大

学の某大先生を訪ねたことがある。その先生

いわく 「ネー君、地下水学なんてつまらない

よ。ラプラスの方程式一つで何でも解決する

のだから」。この言葉を私は一生忘れないが、

皆こんな考え方をしているのだろうか。

別の考え方もある。水の技術（学問とはい

わず）は、恐らく人類発生の時からあるし、

地下水に関する技術は地表水のそれより古い

はずである。それなのに地下水の科学が地表

7 
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水の科学に後れている最大の理由は、しょせ

ん地下水学が庶民学であり、農民学で、あって、

帝王学ではなかったからである。治水につけ

利水につけ、河川学は馬以来の帝王学であり、

これを治めた方が立身出世につながるのであ

る。洋の東西・古今をとわず事は同じである。

日本でも、地下水学は定着しつつある。地

下水を水資源と考えても、土地地盤の構成要

素と考えても、日本でいま必要なことは、 空

洞化した地下に地下水をもう一度貯めること

であり、そのための立法である。

ものの見方
富山和子
評論家

・ ．・・・・・・・．．－－・．．．． ．－ －－．・．．．・・・．．．・・・．．．・・・・・・．．・．．－．．．．．・．．．

ものの見方というものは大切で、ひとつ間

違うと大変な結論を導きかねないものである。

森林が水を蓄えるといヨことは、日本人な

らだれもが体験で学んできた常識だと思って

いた。ところが全く逆に、森林は水を吸う。

8 

だから雨が降っても水を取られて、人間は損を

するという考え方が専門家の中にあったので

あるρ そして現に、多摩川上流に小河内ダム

が建設される際にもこの考え方が出され、ダ

ム周囲の山々の森林は、いっそ払ってしま っ

たほうがよろしいということで、その費用ま

で試算された。その費用があまりに膨大であ

ったため、結局伐採は実現されなかったけれ

ど、関係者の問では今でも語り草になってい

るこのエピソードを思うにつけ、手ふは心、寒い

思いがする。

現代社会は機械技術を信頼するあまりに、

よほど自然を軽べつしてきたらしい。 ものご

とが即物的にしかとらえられなくなってしま

ったらしい。

危うく丸坊主にされかけた多摩川上流のそ

の大森林のおかげで、その後、 東京都民はど

れほど命拾いをしていることだろう。昭和39

年の東京オリンピックの年、東京はかつてな

い大干ばつに見舞われた。いわゆる ホ東京砂

漠H である。連 日の断減水にもかかわらず、

当時の東京の水ガメであった小河内貯水池の

水は底をっき、湖底のヒビ割れた写真が連日

テレビや新聞で報じられ、疎開者まで出す有
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様であった。

ダムをカラにしたそのような大干ばつのさ

なかにも、周囲の森林からは日に30万 tの水

が、毎日確実に提供されていたのである。日

に30万 tといえば約 100万人の都市を養う水

量である。巨大都市東京の水需要には到底追

いっけないものの、しかし少なくともこの水

で都民は最低限の飲み水を保障され、生命を

つなぎとめることができたのであった。

なるほど森林は水を吸う。けれどその水は

徐々に徐々にゆっくりと吐き出され、安定し

た川の水として提供してくれる。 一時的に水

を蓄えるダムと森林との違いは、この安定性

にある。そして水資源を語る場合、この安定

ということほど大切なこともない。なぜなら

今年は水資源が豊富だが来年はその半分だな

どというのでは、日本民族はたちどころに滅

亡してしまう。水資源が石油などの他の資源

と異なる特徴もそこにある。

過去に滅びた文明が多くは森林を失って、

水不足か食糧不足 （これは閉じことだ）ま

たは水害で息の根を止められたことを思うに

つけ、私はなぜ日本人がこの国土に多少の干

ばつにもめげず、 2000年もの間文明を生きな

がらえさせることができたか、なぜい日照り

不作なしかという言葉が全国各地で語られて

きたかということを考えずにはいられない。

ところで、多摩川上流の森林はもう一度都民

の生命を救っている。一昨年の多摩川水害の

時であった。あの時多摩川の水は、 4日たっ

ても 5日たってもなかなか流量が衰えなかっ

た。世間やマスコミでは水がなかなか引かな

いと騒ぎ立てていたけれど、あの現場に立っ

て私がしみじみ感じたのは、なるほど多摩川

は天下に聞こえたおとなしい川だという実感

であった。 もしも森林のない暴れ川であった

なら、水は一度にどっと 出て、たちまち引い

てしまったに違いない。あの時上流に降った

豪雨は、森林のふところ深く吸い込まれ、何

日にもわたって徐：々に吐き出されていたので

ある。その分だけ洪水のピークがカットされ、

東京は大水害の惨事を免れたのであった。

このように水害ひとつながめるにも、目の

前の水や提防だけ見るか、上流の森林まで見

るかによって、理解の仕方も対策の立て方も

違ってくる。ダムさえできれば森林はいらぬ

とし、また堤防さえ作れば土地はどう使おう

が構わぬとしてきたこれまでの考え方を、私

9 
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たちは謙虚に反省してみる必要があるだろう。

閉じことは、環境緑化についてもいえそう

である。緑といえば、これまではただながめ

るためのもの、経済性のないものと考えられ

てきた。だが自然をそのように一面的にとら

えることこそ、誤解というべきであろう。森

林は水源を緬養するし、それがすなわち洪水

を調節することになる。

もとはといえば、今日の水不足も水害の激

化も、私たちが足元の森林をつぶしてその水

を洪水に変え、川へ捨てようとしたところか

ら始まったのである。そればかりか、森林は

木材も生産する。 レクリエーションの場にも

なる。それらにかけられてきた費用を、トー

タルでながめたらどうだろう。緑化は経済性

がないどころか、はるかに価値の高い事業と

なるはずなのである。現に外国では、生けが

きや並木の緑がそのまま木材資源としても価

値づけられている町もある。

木材は山で生産すべきものと決めてかかる

こともない。いや都市にこそ土壌に必要な有

機源も余り余って困っているのである。森林

をこのようにとらえてこそはじめて、 真の緑

化も可能になってくるのではないか。

10 

危うくはげ山にされかけた多摩川上流の森

林を思うにつけ、私はものの見方、考え方の

大切さを思うのである。

：消火飛行艇の散水 ：
ーその形をめぐって一

樋口敬二

私は飛行機が好きで、よく写真を見たり、

解説を読んだりする。そのなかで、近ごろ、

面白いと思ったのは、消火用飛行艇がま く水

の形である。

1974年10月、消防庁は、＂ 7.Kまき機H として

定評のあるカナダの空中消火用飛行艇カナデ

アCL-125をチャーターし、各地で消火実験

を行って話題になった。森林火災に際して海

や湖に着水して水を吸い上げ、空中から散水

して消火する飛行艇である。

消防関係者の中には、その実験を見られた

方も多いだろうが、私は『航空ジャ ーナル』

(1975年 1月号）の写真で、消火の状況を知
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った。高度約20m、時速約 100ノットで、燃

えているプレハブ家屋に近づきながら、散水

する過程である。

その時に「オヤツ」と思ったのは、飛行艇

のまいた水が艇体からまっすぐ下に伸びてい

る点であった。まるで、巨大なしっぽをだら

りと垂れたようなかっこうで飛んでくるので

ある。

なぜ、「オヤツ」と思ったのか。考えてみる

と、おそらく意識の底に、宣伝飛行機がまく

ビラのように、飛行艇のまいた水は艇体の後

ろにしぶきとなって散らばる、というイメー

ジがあったためであろう。もっとも、＂＊のし

っぽ砂の後ろ側は、しぶきの幕となって後ろ

に伸びているので、このイメージも、あなが

ち見当はずれではない。

こうして、水のしっぽかに目をひかれ、次

にそれがなぜ垂直に垂れ下がっているか、を

少し考えてみたら、やがて私なりに納得が得

られた。爆撃機が次々に投下した爆弾が機体

の真下にきれいに垂直に並ぶことを思い出し

たからである。例えば、『写真集 ・ア メリカの

爆撃機』（潮書房）には、M31型爆弾を投下中

のボーイングB-17D型爆撃機の、そんな写真

が出ている。

では、爆弾はなぜ投下した機体の真下に並

んで落ちるのか。機体を離れた爆弾は、地上

から見ていると、よく知られているように放

物線を描いて落ちていくのだが、その運動を

垂直方向と水平方向にわけで考えてみると、

爆弾が機体の真下にあることが理解できる。

爆弾は、爆撃機に積まれている聞は、機体と

閉じ水平速度で、動いているので、投下させた

時も閉じ水平速度を持って運動を続ける。垂

直方向には落ちるために機体から離れてはい

くが、水平方向には機体と同じ速度で動く。

だから爆弾は機体の真下に位置するのである。

こんなふうに、爆撃機から真下に伸びる爆

弾の列を知っているので、消火飛行艇のま く

’水が、その真下に伸びているのも、同じ理由

だろう、と考えたわけである。

散水と爆弾というと、あまりにも掛け離れ

たものを結びつけたように思われるかもしれ

ないが、実は、その聞をつなぐような現象が

ある。雨や雪である。

雲から雨や雪が降っているところを、山の

上や飛行機から見ると 雲からま っすぐに帯

や幕を垂らしたように見えることがある。こ

11 
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れは、雨や雪の粒が雲からま っすぐ下に落ち

ているわけではない。やはり、政物線に近い

形で落ちているのだが 塞が気流に流される

速度と、雨や雪の粒が気流に ifi~される速度と

が同じ場合には、雨や雪の粒が、降らせてい

る雲の真下にあるので、外からみるとまっす

ぐな帯か幕のように見えるのである。

だから、飛行艇から伸びる垂直な ＂7｝＼.のし

っぽ砂は、雲から真下に伸びる雨や雪の場合

に似ているといった方が、爆弾の例よりふさ

わしいかもしれない。ただし、理由は同じで

ある。

こうして、飛行艇のうkのしっぽ砂の形に

ついては、一応の説明ができた。だがその説

明の中から、別の疑問が出てきた。上に述べ

たように、しつぼが機体から真下に伸びてい

るのは、水の速度が飛行艇と同じであること

を意味している。飛行艇の時速は 100ノッ ト

秒速にして50mである。そんな早い速度で水

滴が空気中を動けるか、その疑問である。

雨滴の場合、大き くなると分裂して、大き

いものでも 6mm程度で、その落下速度は、 空

気の抵抗のために秒速10mより大きくはなら

ない。これは垂直方向の速度だが、同じ大き

12 

さなら水平方向の速度の上限もこの程度であ

ろう。

だから、飛行艇からまかれた水が秒速50m

で動くためには、間滴のようにこまかく分裂

しておらず、大きな水塊として落下していな

ければならない。では、飛行艇の高度20mか

ら地上までの問、まかれた水は分裂しないで

落下するものだろうか。それはまだ研究され

たことのない問題だが、降悶現象だけではな

く、消火の過程や効果に関連した面白いテー

マであろう。

私がひいきにしている日本が世界ーを誇る

飛行艇、新明和Ps -1にも、これを消火用に

改造する計画があるので（『航空ジャーナル』

1975年 1月号）、それが実現して消火実験がさ

れる時には散水の分裂過程を観測してみたい

と楽しみにしている。



道路のがけ崩れ、地滑り
問

道路交通の発達と地滑り・がけ崩れと

のかかわり合い

我が国は山国であるから、道路も山腹・山ろくに

造られることが多い。しかし戦前においては、道

路のがけ崩れ ・地滑りが現在のように大きな社会

問題にな っていなかったように思う。昭和20年代

においては、アメリカでは同国の道路協会からが

け崩れ ・地滑りの対策に関する研究報告が発行さ

れていた。昭和29年にサクラメン トからサ ンフラ

ンシスコにp'1Jかう途中、高さ約40mの大きな切り

取りがあり、その斜而が道路に1l1J－／）＞ って滑ってい

るということで、この地滑り防止のために、大規

模な横穴ボーリングによる排水工事が行われてい

るのを見た。当時、我が国では高速自動車道路もな

く、地滑り地帯では道路はl闘がりくねって、なる

べく山を傷めないようにして造られてお り、土砂

が出てくれば、それを人手で排除するといった方

点

i対
式をとっていたので、アメリカの工事を全く珍 し

く思った次第である。 ところが我が国でも、その

後自動車の保有台数は飛躍的に地加し、道路延長

は長くなり、 I悩が広く、カーブも少なく、勾配も

緩やかな道路が造られるようになると、アメリカ

と同燥な大きな切り取りや盛土が現れ、自然の

地滑り地も避けて通るわけにはいかなくなってき

た。鉄道は排気ガスがないので数lOkmにも jえぶト

ンネルを掘削して1也滑りJ也をj位けることができる

が、道路の場合は排気のために高価な設備が必要

になったため、トンネルの延長はなるべく灼くし

なければならない。 したがって工事の際、鉄道よ

りもはるかにI山滑り I也を避け？m~ い。 ぞれにもかか

わらず、がけ崩れや地滑りによって被害を受ける

恐れがあるような危険な時でも、なるべく交通制

限をしないというような習・11’iがあった。 だから災

害時に鉄道が不通になっている時でも、上｜孟は通れ

るというような状態であった。 この外いろいろな

13 



'76予防時報106

理巾で、道路におけるがけ崩れや地滑りの被害が、

大きな問題となってきたのである。ひとたび事故

が起こると道路の直接責任者は管理の責任を問わ

れ、裁判にかけられるというような事例もでてき

た。‘マスコミにおいては天災人災論が盛んに交わ

され、道路管理者をただただ悪者に仕立て上げる

ような行動に出た。 そこで現在は次第に鉄道と同

様に多少でも危険を予知した場合には、直ちに交

通制限をするようになったものと思われる。

2 がけ崩れ・地滑り・法面崩壊

（以下地滑り等という）

がけ崩れ・地滑り ・法商崩犠（のりめんほうか

い）というように似たような言葉があるが、これ

らはどのように違うのかについて、簡単に説明し

ておく。がけ崩れは主として豪雨や地誌で山腹斜

面やがけが崩れ、激しい速度で土砂が流れるもの

である。これに反して地滑りは、山腹斜面が 1日に

1 - lOOmmの速度で徐々に運動するものである。

降雨、融二lj•等によって運動の速度は速くなる。時

によ つては

i丞！交－になることがある。法而崩壊は、 主 として人

工の斜1.fdが滑る現象をいう。 これらの現象に共通

していることは、いずれも重力の作用で土塊の一

部が滑るということである。重力は土塊を滑らせ

ようとする力であり、土塊とその下の土との摩擦

力は抵抗力である。地滑り等はこのニつの力のバ

ランスが破れることによって起こる。つまり滑ら

せようとするカが納加するか、抵抗力が低下する

か、あるいはirlii方の現象が同時に進行することに

よってバランスが崩れる。がけ崩れは通常そんな

に大規模なものはない。土量にして精々 1万m 3ま

でである。これに反して地滑りは大規模であり、最

大のものは数1,000万m 3にも達する。斜面の一部土

塊が滑り，＇／＼した場合、最初のうちは たの滑り面上

を滑る。 この間lは抵抗力がそれほど大きく変化し

ないから、加速度もそう大きくはない。 ところが

尤の滑りHl1から雌れて抵抗力の小さい地表前上を

滑るか、または空中を飛ぶようなことがあると、機

14 

図 1 地滑り地形の例

（平面図） ー-=tillに竺三
一 一斗／一一子～一一

等高線

相は全く異って大きな加速度になり、あっという

問に遠くに達する。地滑りは滑り面から離れた部

分の抵抗力が大きいために、高速になることがで

きないで、じわじわと運動するというものが多い。

3 原因

地滑り等の原因は次のようなものである。

(I） 地形と地質

地形と地質とは切り離して考えることができな

い。頭上高くそびえていて今にも落ちそうな絶壁

でも、堅固な岩石でできている場合には地滑り等

の心配はない。ところが io・あるいはそれ以下の

緩い斜面でも、地質が軟弱な場合には滑りが発生

する。地質が惑いといわれる場合、その地層がで

きた年代が若く、岩石に締まりのない場合と、断

層のような地層の弱点に当たっている場合がある。

がけ崩れの場合には、母岩の上に風化した岩石の

破片もしくは土が乗っており、これらが滑るとい

う場合も多し、。 地滑りは図 1に示すような地滑り

地形にな っているから 、現地を見れば比較的容易

に分かるものである。ただ扇状地と間違える可能

性があるから注意を要する。

(2） 降雨と融雷

降雨と融雪は地下に多量の水を浸透させる。浸

透水は、滑り蘭になる部分の土の性質に変化を与

え、せん断抵抗力（滑りに対する抵抗力）を減少

さ；せる。また地下水面を上昇させるので滑り面の

ところの問げき水圧（土中の水分の圧力）が増大

し、これまたせん断抵抗力の減少をもたらす。

(3） 地 震

地震は、重力が増加したと閉じような働きをす
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( b）県南、第三紀層地域

，③ 
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先行降雨量 （mm)

1 km2当たリのがけ紛れの発生か所数は、，it.＇.＼］⑥＝ Oか所①＝ 1 ②＝ 5 ③ ＝10以 ｜

。

表 1 降雨記録（千葉県南 1971年 9月6-8日）

。 50 100 150 200 250 300 350 400 

先行降雨量（mm)

（単位 。mm)

611 
1111.1 I 20 I 21 

rli :,( 

請し：1・ I o. s 

1111年
7日

13 I 14 

1
 

1
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4
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b
 

qa 
内

4q
L
 

η
4
 

6 3 

I. 5 。7 I 8 9 I 10 I 11 I 12 

1.0 I 18.5 I 22.0 I 48.o I 67.5 I 92.0 I 108.5 I 110.0 I 110.0 I 112.0 I 112.0 I 119.0 I 120.0 I 120.0 I 121.5 

15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 I 23 I 24 I I 

l品川 10.51 o I o I o I o I o I 5.o I 8.o I 8.5 I 19.o I 18.5 I 28.0 I 3o.5 I 42.0 I 25.5 I 9.o 
以汁I122.ol 122.ol 122.ol 122.ol 122.ol 122.ol 127.ol 135.ol 143.51 162.51 181.ol 209.ol 239.51 281.51301.0 I 316.o 

る。 しかも地出力の方j(1Jは上下だけではなく、前

後左右に働く。 したがって重力の作用で安定して

いた斜面も崩れる。地袋はまた土の性質を変える

働きもする。土のなかには地震力のような繰り返

しカを受けた場合に弱化するものがある。特 に 水

分の多い土では地震によって間げさ水圧が上昇し、

そのためにせん断抵抗力を失う （液状化現象）。

(4） 切土と盛土

斜面の下部の切土あるいは斜l師上部の盛土をす

ると、抵抗力が減少したり滑らせようとする力が

地加する。斜耐を全而的に切土した場合において

も、圧力の減少によ って軟岩が弱化することもあ

り得iる。

(5） 樹 木

樹木の根は表面数lOcmから深くても 3m程度ま

でであり、浅い滑りを食い止める作用はあるが、

深い滑りを止める力はない。 だから木を切っただ

けで滑りが起こるようなことは少ない。木は表面

を流れる水の浸食を食い止める役目をする。

地すべ り等が~生する目立医lは以上のようである

から、斜l伺を取り巻く JJ;i境が変化した場合には、

滑りが起こる可能性があるものと見て作戒を怠ら

ないようにすべきである。

4 予知

地滑り等の予知l手段は、外力もし くは抵抗力の

変化、さらに進んで降雨や地従の予知lにまでさか

のぼって考える必婆がある。 まずがけ崩れについ

て述べる。 1971年下葉県を襲った台風によって大

きながけ崩れが発生した。 その結果千葉県では図

2のような降雨とがけ崩れの発生しやすさの関係

を表す図を作成した。横軸に先行降雨量、縦ll油に

1時間雨量がと つである。先行降悶というのは 、

雨が｜泳り始めてから現在までの全降ド！守主i：というこ

とである。 ただこれは台股Lのように 1-2日間の

雨は分かりやすいが、梅同期のような場合には分

かりにくい。その場合には安全例をと って 、なるべ

15 
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く数日前からの雨量をとるのがよかろう。 1時間

雨量というのは、ム見在｜添っている雨が、同じ強さ

で 1II寺間｜経ればどの干呈j交のi辻になるかを7rミすもの

とする。図 2( a ）は県北の『共和層地帯、 （b ）は県

南の第一紀層地域に関するものである。 災害の発

生する範凶は①、②、③として不し、⑨の範囲で

はがけ崩れが起こらない。① で は 1km2当たり 1

か所程度、②ではがけ崩れが 5か所程度、③では

10か所程度発生する。 たとえば県北で現在までに

50mmの先行降雨があったとする。 そして現在の 1

16 

時11:1雨.!J；が 5mm平呈Htであるとすると、がけ崩れは

発生しない。 1II寺問問量が20mm程l文ならばlkm2当

たり 1か所程度発生する。先行降雨量が lOOmm、

11時間雨量が30mm程度ならば、 1km2当たり 5か

所程度発生する。 県南のある地点について問の記

録が表 1のようになっている場合、これを （b ）図

の中に点線のように描くことができる。先行降雨

量はH寺聞の経過と共に附加する。 そして先行降雨

量が 200mmを超えると、 1km2当たり 10か所程度

のがけ崩れが起こり、非常に危険な状態になるこ

とが分かる。

以上は千葉県の例であるが、他の地方において

も同様な図のできているところもあるが、これか

ら同様な図面を作成されるむきの参考になるであ

ろう。

がけ崩れの発生する可能性のある所に、伸縮計・

傾斜計・地中ヒズミ計などを設置しておけば、が

け崩れ発生の直前に予知をすることができる。図

3 (a）のような部分が滑り落ちる場合、 a- aの

部分に地表面の伸びを測定するための伸縮計をつ

けて置けば、 （c ）のような経過時間と伸びの関係

の記録が得られる。 これからj宝！支 ・加速度などが

求められる。（ c ）には経過時間と伸びの関係を示

した。加速j支はこれを対数にとると、経過時間と

伸びの聞にはよい直線関係が得られる。これを （d)

に示す。直線を延長することにより得られた点

線のグラフをもとにして、点、線の部分の加速度と

時間の関係を示すと、図に記入したようになる。

( c ）のグラフでQi点てつ］；されるような時間と伸び

を示す点において破壊時間を予測しようとする場

合は、まずQ。－Q，区間のカーブを用いて、 （c ）図

の速度一時間の関係を表すグラフを描き、さらに

これから（ d）図を作成する。伸縮計の伸びと加速

度は直線関係にあるので、この直線を延長すれば

将来の加速が求まる。逆にこれから （c ）図の経過

時間と速度ならびに伸縮計の伸びの関係が求まる。

Q，までの記録があればさらに補正できる。

この方法の欠点は 、図 3に示すようなうまい位

置にくいを立ててワイヤーを張れるかどうかとい

うことであろう。 また言十君器をlf:x.りイ寸けておくと、



直ぐいたずらされる恐れがある。

滑り而がどこにあるかはそう容易に分かるもの

ではないが、ボーリングによる地質調査で滑り 1(0

の深さ を予測して、パイプヒズミ計を入れておく。

これはパイプにワイヤーストレーンゲージを張り

付けておいて、滑りが起こったときに生ずるパイ

プのl拘がりを感知しようとするものである。

傾斜計のうち最も簡単なものは大工用の水準探

と同様なもので、気泡管によって計器の傾を知る

ことができる。 この傾斜計を地上に設けたコンク

リートブロック上において、毎日の傾斜を測定す

る。 もし地面が動いていれば、この気泡の動きが

観測されるはずである。

以上のような計器類は自記式になったものもあ

るが、 一定の限度以上の動きになると自動的に件

報器が鳴るようにしておけば、崩れる前に崩壊を

予知し、災害を防ぐことができる。

5 対策

がけ崩れや地滑りの発生する恐れのある地帯に

は、できるだけ道路を造らないようにすることが

最もよい方法であるといわれている。それは対策

費が高価であり、対策工事をしても絶対に安全と

いう保証がなかなか得られないからである。路線

選定の際に地滑り地形や断層のようなものは、空

中写真によって発見することがある程度可能であ

るから、これを利用するとよい。地滑り地を避け

る方法としてトンネルを掘削している所もあるが、

排気ガスを抜くための換気装置のためにあまり長

いトンネルを造れないので、、トンネルによって地

滑りを避けるのは鉄道ほど容易ではない。地滑り

の幅が狭い場合には、地滑りをまたぐような橋を

かけることもある。

(I） 地滑りを止める方法

地滑り地をどうしても避けられない場合、また

は道路を造ってから新たに発生した地滑りを防止

するためには、次のような方法が採用されている。

( I ) 排土工

地滑りは滑り土塊 に働く重力の作用によって起
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こるので、その一部または全部を排除すればよい。

全部排土しでも、それより上部の山がまた動き出

すこともあるから、注意を要する。図 4( a ）のよ

うに地滑り地の上端にくいをあらかじめ建て込ん

でおき、上方に広がらないようにした後、全1niか

ら薄く排土して成功した例がある。 （b ）図のよう

に盛土をしたために地滑りが発生した場合には、

磁土を取り除いて橋りように変~－し、滑りを起こ

した土を止めるようにする。

(II ) 地表商排水工

地表官tiに明渠 （めいきょ ）、暗渠（あんきょ）、

を造り、地表水を水中に入れないようにする。 ま

た地滑りの最」二部に地中壁またはグラウトをして

上部の地域から地下水が浸入しないようにする。

(III) 地下排水工

地下排水工は図 4( c ）のようにほぼ水、ドにボー

リングを施工し、地下水を排除する。 ボーリング

孔の代わりにト ンネルを掘削し、ライナープ レー

トと称する鉄板で巻き立てたものもある。 トンネ

ルの場合は（ d ）に示 すように、地中において自 Iii

に向きを変えることができるので、地下水が最も

多量に存在すると考えられる方向に向かって掘り

進む。地下水排除用の竪型の井戸も用いられてい

る。 これはライナープレート、コンクリートのヒ

ユーム管等でライニングをし、中にレキを埋め、

ポンプでブkを地上にくみ上げる。井戸の側壁を堅

固なコンクリートにしたものは深礎工法といわれ

ているが、これを滑り而より深く貫入させると、

地滑り防止用の大型のくいの作用をする。

( N) くい打ち工

滑り面をぬうようにしてくいを打つ。 くいとし

てはH型鋼 ・鋼管などが用いられている。 これら

は直接くい打ち機で打ち込むこともあるが、あら

かじめボーリング機械で孔をうがち、後にくい注

そう入する。 そして空げきにコンクリートを墳充

して補強する。

地層が硬い場合、転石があってくいの使用でき

ない場合には場所打ちぐいを施工する。図 4(e）は

くいによって川沿いの道路の地滑りを止めたもの

である。く いはk-JI.ぐいにし、 b頁音Eをアングルで｜捌

17 
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キ吉しておく 。 さらにアンカーカfとオU1'i、強Hl'.tカf

地iす。

( v) 擁壁またはダムエ

地 滑りの足の部分を抑える意味で、擁壁または

ダムを.i.i主る。 地滑り の圧力は極めて姐大であるか

ら、よほど堅固なものにしなければならない。 ま

た折角足jじを抑える ことに成功しても、さらにダ

ムの上方からあふれ出すこともある。地盤が弱い

と擁君主を地盤ごと動かされることさえ起こる。地

滑り先端に5H可な地盤がある場合には先端地形は

図 1に示すように持ち上がるので、その上に擁壁

が来っている場合には地塊と一緒に擁壁も持ち上

Lずられる。

(2) がけ崩れを止める方法

がけ崩れは、地滑りよりはー か所当たりでは1tri

梢が狭く、崩壊土砂誌も少ないのが一般であるが、

崩れる場iWも機会も多く、予iHIJがつきにくいので

刈策もたてにくい。

自然科1f1iのがけ崩れは地表［6日付ー近に崩れやすい

土があり、そこへ同水や融三1・7）（が泌i盆し 、あ るい

は地辺動を受けることによって起こる。崩れる自

然斜1(1jが直接道路の上にある場合と、道路とは多

少離れた沢沿いにがけ崩れが発生し、崩壊土砂が

土行流になって流れ出る場合とがある。国 5( a ) 

は道路のすぐ上方にあるがけが崩れる場合で、（b ) 

は近くの沢から土石流が流出する例である。（ b ) 

が大規棋になった例がJIを耕川 ~1~放である。

さてがj策であるが、雨水の佼j丞を防止するなl床

で表1f1i排水 lーを泌す。また予;t';lされる滑り ｜｛日を縫

うfY:I味でくい打ち工を地す。この場合にはくいの

焔を格イー却のコンクリートまたはスチールの梁で

つなぐ。

( b ）のような土イI流出のiiil墳は谷に砂防ダムをぷ

置する。 斜lfllに樹木を植えることによ ってある程

度の滑りは防げるが、大風によ って木の根が緩め

られ、法j霊水が泣入しやすくなることがあるから、

植樹だけで絶対に安心 というわけにはいかない。

地山の緩い部分を残して切土し、その上にコン

クリートブロックを張ったり、もたれ擁壁を施工

した場合には、その後の状況変化で山！肢が崩れ出
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図4 地滑り対策工法

くいf丁ち

(a）排土工
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( c）地下排水エ

( e）くい打ち

図5 がけ崩れ

クノ

(a) 

( b）盛土による地すベり
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－一一一一一一一J
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(d）トンネルによる排水

道路

し、擁壁等も一緒に崩れることがある。このよう

な形式のがけ崩れは放も始末の悪いものである。

6 結び

道路の災害としてのがけ崩れ ・地滑りについて

述べたが、交通機関の安全性健保のための対策と

しては、 jl}jJI::工事のほか、危険性が予測される場

令には交通規制をしなければならない。がけ崩れ

は徴候が見えてから土砂がどっと道路に押し出し

てくるまでの時間が極めて勾いため、単なる？干報

措置では役に立たない場合が多い。 その場所の特

徴をよくつかんで処置することが緊要であろう。

（ふくおか まさみ／ ~~J;(J,:-下教J'.2 )



はじめに

「査祭」 という nJ,j苛を，H~：：でづ｜いてみると

* ,il.¥Jfi: . .；ち－ ~；1すること

（言林）

と説明されている。 げllUHi'I改の作用法である消

防法をひもといてみても 「互霊祭」 という用語は見

当たらないのであるが、消防機関によるIW火対象

物の検査という概念で、かなり

とりし らべること脅

－
永
山
正
美 一骨支の人たちにも

それ放に固語昨典にも；／喪ってい

るのであろう。 このところ、｛州のロッキード ・JW十

に関連した国税主計千千：・の調査活動に関辿して 「査

察」 という用語が新聞紙l桐やテレビの乍幕をにぎ

わしているが、この場合の 「査 第」は、国税反則

取締法に ），巴つ’く訓告・検査および反目lj取締りとい

う、税務行政の中でのかなり限定された強fjjljJ司先

の範ちゅうをさすものであろうかと忠、われる。

ところで消防の 「盆祭」は、いうまでもなく消

防法第 4 条、 ／，；J tf"'B6条の 4 の規定に :1，~づき消防刈

象物にぶち人って火災予｜リj上必要な検命等を行う

ことをいうものではあるが、消防法第 4条につい

て『消防機聞が、消防対象物の実態を把握するこ

とにより、関係者に対して火災予防上適切な指導

を行 うとともに、万ーの出火に際しても被害を最

小限度にとどめるよう、消防機関に立入検査権等

理解されており、

の
木
且

をZ忍めることを実見定したものである』（昭和42年版

消防庁予防課編「消防法解説」による ）とその；／ii]

定の題旨（ ii'i防法釘ll6条の 4は危険物製造所等に

ついての立ち入り検盗を規定したものであり、 ／1i]

趣旨）を説明しているとおり、消防の査察は 、法

律の根拠に oi.~づいて関係のある場所にぶち入り、

法律の根拠に ），~づいて強制的な措置によって火災

危険の事前排除を 医lる必要のある場面のほかに、

火災現象に関するJ:bぃ知織を基礎とした、指i持的
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な助言 をもって火災予防を図ることが適当と考え

られる場凶iとの硬軟二而を期作したものであり、

またすL実、行政指持の範ちゅうを含めた1J1r.i広い分

肝 にわた って行われているのが現実である。実は

このll！！！秋ぺI耐iの似い分け方に｜問題が存作し、時と

して在祭の本＇l'lは何ぞやという必本liJJ凶のみーえ｝＇'j

にi自られる場Thiがしばしば現れるのだが、これら

の 問題を含めて、夜祭の笑1/f:と問題点について ）£

べることにする。

査察対象物

消防法~－'\4 条は

『消防長又は消防署長は、火災予防のため必要

があるときは、 ・・・・・・消防職員等にあらゆる仕事場

工場若し くは公衆の出入する場所その他の関係の

ある場所に立入って、消防対象物の位置、構造、

設備及び管理の状況を検査させ若し くは関係のあ

るものに質問させることができる 。但し 、個人の

褒 1 査療対象物現；兄

区 分 対象数 区 分 対融政

（→ 時a 1十 592 針 67,241 

針 217 
口 猪下 m 子守 10,597 

.ti 場 9 
U古

1首 550 

イ眼 画 li! 137 共 同住宅 56,094 

｛→ i商 強 場 9 （ず4 現 R十 7 ,531 

観 覧 2品 62 ;tt 4, 153 

2十 375 イ病 院 1,349 

ロ公 会 堂 31 tま 療 所 2, 763 

』駐 会 JI; 344 助 産 所 41 

l二1 項 計 4, 154 針 1,865 

Z十 2,082 主人偏祉地 設 289 

キヤ ， ， j, - 232 ~f料老人ホーム 55 

住居は、関係者の承諾を得た場合文は火災発生の

虞れが著しく大であるため、特に緊急の必要があ

る場合でなければ立入らせてはならない。』

（叫

として処築物等の一般対象物に対する消防を祭

の根拠を示し、また消防法第16条の 5は、危険物

地設に関する査祭について

『ー・・ー・・危険物の貯蔵又は取扱に伴なう火災の防

止 のために必要があると認めるときは、指定数量

以上の危険物を貯蔵し、若しく は取 η扱 っている

と認められるすべての場所 （以下この項において

「貯蔵所等」と L、う 。）の所有者L管理者若しくは

占有者に対して……資料提出等を求め…・ー消防事

務に従事する職員に、貯蔵所等に立入 η、これら

の場所の位置、構造若しくは設備及び危険物の貯

蔵若しくは取扱について検査・・・・・・させることがで

きる 。」

としてその根拠を示している。すなわち、あら

ゆる建築物 ・工作物及び危険物を貯蔵していると

認められるあらゆる場所が消防の査察の対象とな

区 分 対組数 区 分 対車数
(It) 汀i 計 2,542 官 ~、. 司里 1,822 

1十 229 銀 lT 1,367 

トルコ浴場 155 回 事 奇E 所 12,838 

イサウナ浴場 72 研 究 所 775 

その他これらの矧 2 その他の事業所 3,491 

ロ公 衆浴場 2,313 l対 1百 1十 37,231 

（吋 痢 計 467 （劫 イ傾合用途 21,273 

(+) 
停 1転 場 4制 ロ複合用途 15,958 

骨n鮒の発靖場 3 ：芙の2）地 下 街 II 

航空機の発 清場 (c:;) 文化財建物 128 

(:!:) 項 計 1,460 ｛対 アーケード 119 

神 社 280 指定対車物計① 219,685 

イカ フエ 450 
(t~ ロ 救JI! 

種施設 75 凶 寺 院 795 指定対象物以外② 496,655 

1-i ナイトクラブ 6 生施設 49 教 全 335 危険物製造所等③ 34' 432 

その他これらの頓 1,394 児意嗣祉施股 1,214 その他これらの顕 50 製 造 所 286 

1十 2,072 身体節啓者地股 78 (ij 現 計 33, 892 危 屋 内 貯 蔵 所 3, 951 

ロ遊 控 場 2,057 精 1尊者優海地般 105 針 33,789 貯屋外タ ンク 2,426 

ダンスホ ール 15 計 1,513 イ工 場 21,603 険 屋内タ ンク 3,347 

臼 現 計 7 ,046 幼 椎 閣 1,398 U) 作 業 所 12,186 蔵地下タ ン ク 8,485 

計 1,213 ハ白 学 校 12 計 103 物 簡易 タンク 83 

イ 1辛 dロ~ 114 ろ う 学校 27 ロ暁画スタ ジオ 79 所移動タンク 2,813 
(3) 

相 理 店 878 墾 E量宇校 76 テレビスタジオ 24 取 屋外貯蔵所 787 

その他これらの顕 221 ｛し） Z且 計 7,445 ｛詞 項 針 885 給 油｜自家周 1.439 

ロ飲 責 店 5,833 学 校 2,564 計 860 4晶 取取 4昼所｜営業周 3,510 

同 項 Z十 13,052 中 学 校 1,411 イ＂＇ 1"1 369 級販売取強 所 1.131 

百 貨 店 304 Hオ 高等学校 1,250 回 lt !)! 場 491 所 所移送取樋所 5 

回 マーケット 377 大 学 校 1,567 Z十 25 一 般 取 鍋 所 6, 169 

物品販 売店舗 己目立 各 種学校 564 ロ飛行機の格納庫 23 少量危険物・撒危険物＠
68,234 

展示場 44 その他これらの頬 89 ヘリコプターの格納庫 2 特練可惜物取彼所
(Ii) 項 3十 70,689 (1~ 瓜 自十 138 同 倉 1草 11, 673 小計①＋② 716,340 

計 3,448 図 書 飽 87 回 1買 目十 20, 630 総計①＋②＋③＋＠ 819,006 

llil イ 旅 館 2,6倒 l八j 博 物 由官 25 発 電 所 13 

ホ テ Jレ 158 英 術 館 15 回 変 骨E F苛 3倒

宿 泊 同庁 686 その他これらの額 II 取 号l pJi 20 
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るのであるが、その状況は、消防法第17条第 1項

及び第 2J買の規定に基づき、何らかの消防用設備

等の設置を義務付けられている対象物（指定対象

物と総称している ）のみで約22万件、消防法第17

条の対象以外のものがおよそ50万件である。 これ

らはいずれも多数の者の出入する場所および多数

の者の勤務する場所として 、消防法第 4条に本づ

く査察の対象物とされているものである。 さらに

このほかに危険物関係施設は約 3TJ 4千件、これ

に指定数量未満の危険物地設約 7万件を加えると

夜祭対象物の総数は約82万件という膨大な数に遥

している実状である。参考までにこれらのを察対

象物を消防法地行令による 用途別お よび危険物の

規制に関する政令の区分別に整理し、 表 1に示す

こととする。

査察の考え方
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設、飲食店・キャバレ一等の特殊用途対象物、病

院等の収容施設、そして火災発生危険が大で、か

つ火災が発生した場合にその拡大が急速であると

考えられる危険物地殻等が、第一次的にその対象

として選ばれるのである。

これらの用j盆の対象物は、過去の火災例をみる

までもなく、火災発生に伴う人命の危険が極めて

大きく、これらの火災が、平穏な都民生活を大き

くおびやかす結果になるであろうと考えるからで

ある。人間の注意力に限界があり、火災の発生を

完全に抑止で、きない現実は 、ある程度止むを得な

いものとして受け止めざるを得ないにしても、か

つての千日デパートビル火災や大洋デパート火災

などのような事態だけは、なんとしても防止した

いと考えているからであるが、要するに消防機関

の査察にもおのずから公的な限界があり、どのよ

うな対象物を最重点に考えるべきか、その選択に

査察担当者が最も悩むところであるという実態を

限られたま霊祭買によって、この膨大な数におよ 記しておきたい。

ぶ査察対象物にどう対処するかという問題は、大

変重要なことである。査察が消防職員の防火対象 査察のタイミング

物への立ち入りという手段によって、火災危険の

排除を図ることにあるならば、理想的には80万件

をこえる査察対象物はもとより、 420万におよぶ

個人の住屑 （一世帯一対象と考えた場合）にまで

あまねくそのサービス （法律に基づく行政行為を

サービスと表現することに、むろん問題はあるの

だが）を振りまきたいところであるし、また＇ lエ実

火災件数としては圧倒的に多い個人住宅を対象に

消防査然を行うべしとの声も多い。 しかし阪られ

た人員をもって当たらなければならない査察執行

態勢によって、その王里想、を実現することは極めて

難しいのが現実である。

そこで、限られた現有勢力によって、最小限、

都民の生命 ・身体を火災の被害から守る最も効率

的な方策はなにか、という発想に立って、重要対

象物に対する重点査察の執行を指向しなければな

らない現実を理解願いたい。すなわち、劇場・映

函館・百貨店等、特に不特定多数の者が出入する

対象物、旅館 ・ホテル等不特定多数の者の宿泊地

査察の執行については、あらかじめ年度計両を

たて、計画に治って執行を行うのであるが、どの

ような対象を“いつ ”執行するかということも、

査察効率という点で軍要な要素である。 各消防署

ともそれぞれに地域性があり、抱えているを察対

象物も 一様でないから、画一的な計画を決めるこ

とは ｜利雑であるが、例えば、

1 J J ..…文化財防火デーにタイア yプして文化財ill造物

2!'-l －－春の火災チ｜坊巡動に合わせた1ド嗣船舶

3・4JJ・0 ・・春の行楽シーズンを前に旅館ホテル・li’i泊所

5 JJ. 変則． ガソリン需要m1を前にガソリ ンス タンド

6 ・ II月 中 IC.歳末繁忙JUIを前に百貨店 ・スーパー

7・12月 お盆.jf月興業を前に映商館・劇場等

などが標準的なパターンであり、これらは社会

の動きに対応することにより、査察を受ける↑目IJの

関心の高まりにそのタイミングを合わせ、効率的

な執行ができるものと考えているからである。 ま

た、今日のような情報化時代であるから、多数の

死者を伴ったというような特異な火災が発生する
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と、 Lt！内はもとより国外のニユースも即刻従供さ

れ、新聞紙面やT.V.の画面を通じて、たちどころ

にしかも詳細に知ることができる。 このような士易

介に、同種対象物のいっせい公祭を実地するとい

うケースもしばしばあるのだが、この場合にはむ

しろ、関係者の凶心が ~1°·1 ；＼·に ， ·， ＇.：） く、査察を受ける

側も、査察を執行する1WJとの共.il!1の問題意泌を持

って具体的な防災対策を々えなければならないと

の姿勢があって、防火防災J：の情誼が一段と推進

されるということは・μ.実であって、その効占拠が顕

著である。このように命祭の効本化を与える場介、

そのタイミングも亙要な要索となるのであり、公

然・tll当者の工夫が要求されるところなのである。

査察の効果

東京都内の年間火災はおよそ 8,000件、うち他

物火災が約 5,000件である。 5,000件の往物火災

のうち我々が王監察対象としてとらえているおよそ

82 Jjf午の、いわゆる政令対象からのII：＼火は 1,500

件であるから、が）420 万戸の住宅往物の火災に比

し、その IH火咋tは格段にt:iPとはいえ、その数f1II

は極めておおざっぱな計Slにぶてば 0.002ぐらい

であろうか。

・｝］、年！日lにおける査祭実施件数は、実拙から

みておよそ40万件であるから、平均的には、 82万

の全査察対象についておおむね 2年に 1凶のロー

テーションが組める計算となるが、前述したよう

に火災が発生した場合に、人命危険が特に大であ

ると考えられる対象物については、重点的に年間

2 ，，~ないし 1 fillの脊祭を実地している実状にある

ので、対象物によっては、 2年に 1固ないしは 5

11三に 1凶程度の査祭執行にとどめざるを仰ないの

が現実である。 このようなことで、対象物が火災

となり得る年問機率 0.002とこの査察のインター

パルを組み合わせた場合、査察の効果が実｜；祭の火

災にフィードパックされにくいということも 、査

察を担当する jtlljにとって 問題となる点である。

査祭の結果はその内容の事案によって、指i持 ・

？干告 ・ 命令という )f~で、その是正を促すこととな

22 

るのだが、これらの指摘件数は年間およそ60万件

にj止ぶ。 もちろん、在察時の指摘によって防火上

の措置を胞したために、その後に発生した火災に

おいて、それらの措置が大いにその効果を発揮し、

それらがなされなければ当然失ったであろう多大

の財’1'tや尊い人命を、未然に防止でき得たことが

明らかであるケースはもちろん数多い。 しかしこ

れらは、当然すぎるほど当然のことであって、担

当の査察只に、その使命を果たしたというささや

かな満足感を与える程度のことはあ っても 、何ら

世ー Ii~の話題になることはない。 しかし反対に、火

災によって尊い人命が失われるというケースにな

ると、我々消防の査察がどのように実地されてい

たのかが問題としてクローズアップされるのが通

例である。

さきにも向虫オ1たように、 ：，1n勺』こ1;H.5£されfこ千正三宅

.wによ って 、膨大な数の夜祭対象物を相手にする

のであるから、 .-f(1jljあるいは てfr・前に査祭を実

地して以来、査終対象となし得なかった対象物も

あり得るわけである。このような場合に、 「なぜ

消防はこんな危険な建物の査察をやらなかったの

か」とのおしかりを受ける場合があるわけだが、ま

ことにもって我が力不足を嘆くこととなる。 この

悼のおしかりはしかし、査察実地計画の問題とし

て、 d十 [il •iのまずさないしは計画の甘さと受け止め、

反省の粘iとさせていただくのであるが、もう 一つ

のケースは、査察に｜取して指摘した不備欠陥＇ j_¥.J貨

が、そのまま放置されていたことにより、多大の

財貨や人命を失う結果をもたらしたという場合で

ある。こ のような場面ではまず例外なく 「消防の

指導が甘かったのではないか。このような結果を

予想して、もっと徹底した指導をすべきではなか

ったのか。 なぜ強権を発動しなかったのか」との

社会的批判を受けるのが通例である。年間査察を

通じ、 ｜坊火上の不備欠陥事項として指摘する事項

はおよそ60万件に及ぶ。 この内容は防火防災に関

する各般に及ぶのだが、これらのうち、火災予防

上の重大性 ・緊急性等により、単なる指摘指導に

とどめるもの、事干管 ・命令等、いわゆる違反処理

として繕置すべきものとに分けられる。冒頭にも



j£べたように、この硬軟両手段の使い分けに難し

い而があるのだが、いずれの事笑についても、第

ー次的には原則的に行政指導にとどめ、関係者の

l~I 発的な改善意欲に期待するのが一般的な方法で

ある。 しかし対象物の不備欠陥事項と火災危険と

の凶果関係にもなお紋雑な要素があり 、強制措置

に移行するについては、技術的な難しさが存する

のも事実である。それはそれとして、とにかく自分

の縫物の安全対策を施すということは、関係者の

む会的責務であろうから、それ故に関係者の自発

的な改善意欲に期待するという行政の姿勢は、基

本的に是認されるであろう。しかるに往々にして、

これらの対象物の火災が社会的な問題となる火災

に発展する場合があるわけで、このような批判を

受ける結果を招くのである。

査察の姿勢の難しさを痛感する。

ぬけ穴との戦い

昨年 3月東京池袋の A会館の火災は、典型的な

いわゆる雑居ピル火災であったが、 5名の死者が

発生し 、火災時における煙に対するぜい弱さを浮き

彫りにした。 この問題については、本誌 103号に

詳しく分析されているところであるが、建物の地

改築の 1：·祭、~調方式を全館集中方式から各階パッ

ケージ方式に変更し、不要となったダクトシャフ

トをそのまま取り残し、天井を張って隠ぺいして

しまったのである。この不要シャフ トが、出火と

同H寺に全館に爆を配給する経路となってしま った

ことが、直接多数の死者を発生さ せるに至った大

きな要素となった。

また47年の千日デパート火災は、工事中のビル

とはいえ、不完全な階段やダク トが、出火ド皆とは

全く掛け縦れた 7階キャバレ一部分に煙を拡散し

多数の死者を発生させたケースであり、 余りにも

有名で今更述べる必要もないだろう。 昨年10月に

発生した東京杉並の Nマンションの火災（表 2参

1m）では、地工上のミスと恩われるわずかlOcmの

｜探聞が浴宅内にあったため、直接上階居室に延焼

し、 一般的には上階延焼の危険はないといわれて

きた高層耐火造マンションについて、全く新しい

防火上の問題点を提起した。

このように数え上げれば際限がない程、現存の

ビルは縦 ・横方向の防火区画に弱さをもっている。

木造建築物を除いたすべての火災に対する消防戦

闘は、すべてこれらの縦 ・横方向のぬけ穴との戦

いに終始するというのが、 誇燥のない事実なので

ある。

消防の査察の目的が、建物等に立ち入って検査

を行い、そこに潜在する火災危険の事前排 除を促

すことであるとはいえ、シャフトや、天井に隠ぺ

いされた死の経路を突き止めるということは、技

術的にも仕事堂の上からも、極めて困難な事情に

あるという現実を、ここに残念ながら白状してお

かなければならないのだが、火災に対する建物の

強さは、設計や施工の段階において十分に付与し

おくべきものであり、以後は、これをいかに維持

してfiくべきかというオーナーサイドのキ色えざる

補強策に期待したいところである。表2は、直接・

間接にぬけ穴が火煙の拡大経路を形成したという

顕著な事例をまとめたものである。自分の管理す
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るビルが、自分の勤務するビルが、自分の住んで

いるピルが、表面から隠れた部分でどうなってい

るのかを見直す際の参考としていただきたい。

査察の守備範囲

消防のヨ霊祭は、消防法第 4条又は第16条の5の

規定を根拠に関係のある場所に立ち入って、火災

予防上必要な検査等をすることであることはすで

に述べたとおりであるが、その結果「防火対象物

の位置、構造、設備又は管理の状況について、火

災予防上必要があると認、める場合又は火災が発生

したならば人命に危険であると認める場合」にお

いては、「関係者等－－－－－に対し、当該防火対象物の

改修、移転、除去、使用の禁止、停止若しくは制

限等……を命ずる」こと（消防法第 5条）がそのと

るべき措置として明記されている。査察に伴う年

間60万件に及ぶ指摘事項は、この消防法第 5条を

根拠として挙げられているのである。

ところで、 「火災予防上必要があると認める場

合」「火災が発生したならば人命に危険であると認

める場合」 とは、具体的にどのような状況を指す

のであろうか。 消防法はもとより建築関係法令そ

の他法令で、 II方火防災に関する技術上の基準をそ

の判断の悲滋として用いているのだが、単にこれ

らの基準に適合していないという理由のみで、直

ちに消防法第 5条の要件を満たすことになるのか

どうか、査察の難しさは、まさにこの辺の判断の

難しさにあるわけである。

死傷者を伴う火災が発生すると、消防の査祭の

経過が間われ、いつ、どのような指摘を行ったの

かが問題にされるということは前述した。そして、

ここまではほぼ明確な解答を出し得るのだが、そ

の後の「なぜ消防法第 5条を発動しなかったのか」

との聞いに対しての解答は、必ずしも明解にとは

いかないケースが多いのである。 なるほど、結果

からみればまさにそのとおり であろう。しかし消

防機関は、連築関係法令やその他法令の執行機関

でないのはもとより、建築関係法令述反やその他

法令違反の摘発を目的に査察を執行しているので

24 

は全くない。

それらの基準に適合していない状況が存花し、

その状況が直接、火災危険・人命危険を構成する

ことが明らかであり、事態の緊急性 ・重大性から

その状況を放置し得ない場合に｜浪って、消防法第

5条の問題としてとらえるのが茶本的な考え方で

あるということを明らかにしておきたい。建て前

としてはそのとおりなのだが、しかし現実の消防

査察は、法休形のいかんを問わず、少なくとも防

火防災に関する事案については、細大漏らさず不

備欠陥を指摘し、改善改修等についての指導を行

っており、またこの指導によって改善等が計られ

ているのはいうまでもない事実であり、その例も

極めて多い。 またそれは消防査察に課せられた大

きな仕事でもあろう。 それは消防法第 5条を前提

に、消防が果たさねばならない行政指導の範ちゅ

うに入るものと考えているからである。 とはいえ

火災の度に、そこに存在した建築法規違反事案な

どについて、消防の指導が不十分であったとのお

しかりを受けなければならないのは、どうしたこ

となのだろうか。 消防行政に期待する都民の声と

して、率直に受けてはいるのだが、考えさせられ

る問題である。

むすび

夜祭は消防行政のなかにおける最も積極的な行

政として、その重要性はいうまでもない。 また査

察に期待する都民の期待が大であることも事実で

あり、都民の生命 ・財産を火災から守るために、

厳正な法の執行を図っていかなければならないこ

とは当然であるが、法の力のみで悲惨な火災から

逃れることができるのだろうか。設計の段階で、

地工の段階で、さらに管理者が、居住者が、使用

者がそれぞれの立場で、関係対象物の安全性を見

直してみるということが、纂本的に必要ではない

のだろうか。

消防査察を担当する者として、火災現場を直視

するときに抱く率直な感想、である。

（ながやま まさみ／東京消防庁を策課長）
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表2 たて穴不良による主な火災事例

発生年）－j 建物名称 死傷者
場 所 焼担l状況 延焼等の問所 延焼等の状況

時 う〉 用 i主 y[ m 
昭和48年1月 銀中座央区 Sピル 延チlド,370m＇のうち 相剰ダクト（床）

地下1階スナックの調理上各場階1；皆かのにら埋延出め焼火戻ししし各、16時49分ごろ 事飲務食店所 天 120m' ~ n；凪古JI ダクト保溢材に着火、
内壁 70m' が不完尺井全だったため、 焼 各
各焼損 （ぼや） 1:l'iの 部分を焼損した。

昭和48年5月
新歌宿舞区伎町

Pビル
延rs部52分；，.1’焼8焼8)d扱のうち

パイプ（壁）
4パ｜祈イゴプー貫ゴ通ー告クIIのラ埋ブめ客戻席し内がよ不り完出全火なし部、10時06分ごろ

銀遊飲行技食場店
貫通部

1 分からシャフト内に入リ附各階に延焼し
た。（他に吹き抜け部分、 l立が延焼経
路）

昭和時49年6月 新歌宿舞伎区町
Kビル 延p部~·分，焼2焼0倒3)m＇のうち ~劉ダクト （床） 地下2階の機花械室ダ内ダクト材解体（工事の

9 55分ごろ
遊劇事技場場

貫通音JI 際、切断火がクト保弘 ファイ
ノ〈ー）に着上火、埋め戻しが不完全だっ

務所 たため池 上 2階に延焼した。

昭和時49年分1？，月 足立区 S＜ンション 延~4部！分~焼5娩損m; のうち
建築工＇ Jiの際使 2階；足寺使）討宅内より出，（し径、押入上告）11に建

5 23 ごろ 'JL道 物販店舗 1 った床の穴 築 った点検口直 lOcmf立が土壇
共同住宅 検u め されていなかったため、」．｜滑へ延

焼した。

昭和50年3月
豊東島池袋区

A会遊寄事技宿務館舎場所
3延（5半01m＇焼，6焼）1 ~11' のうち

防火戸未設置Eと 防火治部分の 2階から出火、耐火迫害JI
2時28分ごろ 不使用ダクトス 分との接続昔日に防火戸が設けられてい

5 17 ベ スの処置E不 なかったため 耐火造内に延焼、同プ時
適 に耐火泣2階天井裏に不使用のパイ

飲食店 スペースが残拡されており、ここからも
上防へ延焼大した。

昭和時50年？.Jl 銀中座央区 Kビル 延J;,l焼80 m＇のうち 内情上部にliilげ 2階飲施食店客時席内からの出火であり、
2 15分ごろ 飲食店所 17 HI 3 きがあった 火煙は工から内壁の上部に問げさ

事務 （部分娩 があったため、ここから隣宅へ延焼し
戸～。

昭和50年8月 杉並北区 Nマンション 延ss，；／焼61 dのうち 水ブ平）不l亙1良!iii （スラ 61；持ダイニングキッチンのガスレンジ
18時56分ごろ i珂荻 共同住宅 16 fJ1 の7プT而から発生した火災の火慨は、パ

（部分焼 イ スペースとスラブのtillげき（約10
cm）から LI；背へ延焼した。

昭和50年11月 中央区 Bビル 延24ロ1,567m＇のうち エレベータ一入 地下 11；背レストランちゅう房内での調
11 時57分ごろ 京橋 事務療所 180 焼却i u上1r.m1の民体に 玉隣虫台の解若体作業の火花が、かたわらの

言告 所 （部分娩 工のため穴が 材に 火、発生した火姥は工事のた
飲食店 あいていた めあけてあったエレベーター上部の火

から上昇した。このため 491名が避難
備で避難した。

昭和51年 1H 
港新僑区

Kビル 延925m＇のうち ダクト（プ床ス) Jlilfi 3階：（JI曜から出火、火プ炎の他i，皆への拡
0時10分ごろ トルコぷろ lOOm＇焼m 書IIパイ ベー 大ダはないが、煙がパイ スペース l止ぴ

キャバレー （部分焼 1 12 スj1J!.め民し クト i'tilfl部の浬め反し不多大完全の部喜分
から 1~.附に充満．人的に な被が
’l三じた。

昭和48年分l！月 南大t~I 区 ・ti務所 2延（~f分g，焼1娩~~tdのうち
ダクト ITilfl;111 地下 11；背のボイラ 主からil＼火し、火

11時10 ごろ 百官凶 （！せ） 炎は直上のダクトスペース内に入り上
舛した。火炎はさらに 21稽及ぴ 3ド持の
ll,1;休n；凪音iの鹿め戻しのない部分から
天n-nへ延焼した。

昭和48年12月 練馬井区 Iマンション 延 365m＇のうち 建築工’Jiのi町村正 プロパンガスの爆発火災である。 2階
6時40ぅ〉ごろ 石神 共同住宅 !!Sm＇焼m 5 . 7 った床の火 J十 から出火し・火炎は般墳された床 堕

（半焼 iQIJI I) 及ひ．建築工事の1：~作った床の火 直径
約20聞 から上階へ延焼した。

昭和49年6月
新歌宿舞区伎町

Kビル
延fl官r・分，焼2焼0損~ dのうち

ダクト l'lilfl/111 地下 21；皆機械主の解体中のダクトから
9時55分ごろ

劇事遊飲技務食場場所店

（噌） 出火し、火炎はダクト スペース内を上
川した。 火は 11；昔不、2完階全、31部；皆のE主体1l
i凶古n1の埋め戻しの の分から、
大JI"-；必へ，妊焼した。

昭和時~0年I？，月 江戸川区 Sピル 延 564m＇のうち パイプスペース 2 1祈 I， • ；宅内から：＼＼火し官、火炎は『宅政内パ
22 4分ごろ 字喜則町 共販売同店住舗宅j f s部m分z焼娩打）l 3 の 2r前が（似可~l~燃り材） イプスペースの板張り 11分を突 出荷

だった へ延焼した。

昭和時50年8月 弓渋L谷区 Sビル 延21,;,.4焼o~dのうち 改修の（約1：~.，~.燃）性 31礼調理場から：H火、火慨は！”j階南1RIJ
23 50分ごろ ！日川町

事飲店務食所店舗
s9 rn の床 に に，没置してあったらせん階段をまJ故し去て後お、
（部分焼 した ！｜その乍IHIを可燃性の上床階材で lili~

いたためそこから へ延焼した。
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鳳の功罪
高橋浩一郎

日本の自然の特徴は、 j孔が強いということであ

る。これは、日本の生活にとって良いlffiもあれば

必いf(!jもある。1!11＼.が強いことは、煙突から出る煙

などを速く拡J放させ、公害を少なくするが、反耐

強い ~／＜：｝瓜が来た時には、風害を大きくする。 風の

」））罪は、人間の自然への対応いかんによるところ

が大きいことは注意すべきであろう。以下、 J!li.＼.が

人 ltl J の生活に jえぽす；；［.~特を幾っか挙げてみよう 。

風害
昭和 9年 9月21日室戸台風が関西を襲った折、

強烈な!!a＼.によって小学校の校舎が吹き倒され、多数

の児童がその ｜、リ泣きとなってば亡するという痛ま

しい災害が起きた。 このH寺、京戸l仰の測候所で、は

敢低気圧6840mm、（911.9mb）を観i!lllし、 H舜lilJJ!fi¥.j虫

は11f:秒63mにj主した。 このことがーつの契機とな

って往物に対する風圧の研究が進められ、この11立

を法礎とした瞬間風速60mlこlfl什えるよう建物の強

J文を設計しなければいけないという建築基準法が

品tけられた。

第一次世界大戦後、風の構造に関する州究が非

常に進んだ。 また、近年はIJ'iが関ビルなど超高層

の主主物が建造されるようになり、また、本・H・I・ILLJ 

国間に非常に長い吊橋を架ける計11hjが取り」：げら

れ、 風圧の問題も新しい質的に巡った1rriがけlてき

た。それは、徳造物に対するl!ft＼.の動的特性で‘ある。

よく生uられているように、 ）!fil.は息をしている。

気象台や iflil候所で、通＇i ［＼• 測定している風速は10分間l

の‘1－：均の！瓜速であり、 H舜間H舜聞にはこれより強い

！瓜もII欠けはf、号号しリ孔も日欠く。 このH舜1:11のJi!'.＼.のなか

でーー番強い風が瞬間最大風速であり、普通いう風

速の1.4情ないし1.5倍である。普通の建物では、

この瞬間の風速によって風圧を計算し、それに｜耐

えるように設計をすればまず間違いがない。しか

し、吊橋とか、超高層の建物では、！民が息をして

いるので、共娠れの影響が現れ、この）；｝,3-~伴が刷れ

てくる。そのよい例としてよく挙げられるのは、

アメリカでタコマ橋が、 20mにもならないような

風で振動が起き、｛政壊したことである。

この問題は非常にや っかいで、 j国人の梢造、建泣

物の構造の被雑な絡み合いによって生じるもので

あり 、簡単に結論することはできない。 しかし、

一ー般的にいうと、風の息はいろいろの周期変化の

介成と考えられ、知周期の方のエネルギーは小さ

く、 iと周期ほど大きい。このため、建造物の周期

が知一い場合には 、瞬間風速で考えてよいが、 ，建

造物の周期が長くなると、共振れの；μ特が大き く

なり、建造物の振動に対する特性 ・周期 ・j成兵士キエ

が大きく関係してくる。 吊橋では、その構造上、

周期が長く、また、振動の減衰率も小さいので、

共振れが起こりやすく、このため、千均的にはそ

れほど強くない風で似壊が起こり得る。 したがっ

て、吊橋を設計する場合には、共振れがなるべく

...........・・・・・・・B・・・・・・・・・・・・・・a・・・・・・闘・・・・・・”．．．
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起こらないように工夫することが、 ーつの重要な

ポイントになるのである。

風と高潮
-!A:J瓜は直接建物をH欠き仔I］すなどの被害をもたら

すが、間接的に高潮を起こし、多大の被害をもた

らすなどのこともある。このよい例は、 昭和34年

9 Jl 26日の伊勢湾台風による高潮被存であろう。

この台風によるj瓜は非常に強く、大きなj孔：害を起

こしたが 、 もし防i＜~l堤が仙れず、日 i~~！被害が生じ

なかったならば、依存ははるかに少なくてすんだ

であろう。このu与の記者 ・行方不明者は 、全部で

5,000？＇，余りであるが、こ のうち3,000名 ぐらいは、

高潮による犠牲荷であったのである。

ここで相注意すべきは、高潮の災害は単に風が原

lklで起きた自然災主であると見てよ いかどうかと

いうことである。 同沖~Jによる被与は、本来は防i~~J

堤が｛波堤したから生じたものであり、高槻lが起き

ても防潮堤が叫堤しなければ被害は生じない。こ

のような点からすれば、高潮によってi波堤するよ

うな防潮堤を泣った人 li'd が、 iDii•:iJJ被害の真の責任

者であるという見方も成り立つ。 人間の力が弱か

ったH寺代には、高i?Jl被害も風による自然災害とみ

られるであろうが＼人間の力の強くなっ てきた今

日、高槻lの彼害も人災の－.つとみなすのが正しい

のではなかろうか。

乾風害と塩風害
！連［~の災害には 1li£:J孔寄とか塩風害というような類

もある。仔ljえば台風などが日本海に入ると、円本

J毎側では山越しの風がl吹き、ゴド－1~；－に乾燥した、気

温の向い風の中に入る。 このため草木が乾燥し、

H寺には作物などこのため被害を受けることがある。

これが乾J!li¥'.,I千である。

また、木村なども。；吃燥するので、燃えやすくな

り、火災が起こりやすくなる。 j§ljえば、 UB和31年

9JJ10日の・1；；；山県f;l;1,i4t1l'Jの大火がこの例である。

このII与に焼失した家Itの数は 1,800，，汗に／止んでい

る。 とくにこの場合、／!Ii~が強いと 11を火などによっ

て延焼j釦交が速くなるので、大火になる恐れが大

きくなる。

if•Hい j!J: くでは、 j皮のしぶきで’包 'i ＇に仰いー ｜ 二がっ

た嵐分が強い！瓜で内陸ま で巡びこまれ、草木の葉

に付き、塩存で枯れることがある。 また、送電線

の碍チに付さ、絶縁が忠くなって欣屯が起き、大

きな被’i千をや．ずることがある。 台風が通過するH寺

などに多く、 1 :1~ が強し刈l与には流されてしまうので

あまり被存は起きないが、微rl:iのようなH年に多い。

~通機関と風
昔、 1WUW1で航海をしていた時は、 j氏がなければ

船は動かず、風は絶対必要なものであった。 そし

て 、泌ー 卜．の J!li~の分布を長II り、それをうまく 利用す

れば、航海のH引材iをわJ縮することができ、大きな

利益になった。」Ji代では動力によって骨ιt訟をする

ようになったので、この立昧での有り鰍みはなく

なったが、 loiJじような必：味での利用が、飛行機の

場令にでてきている。

I也J；ドJ－.の＂l緋！交のー｜二ツ託、 ！ぷ！百凶と土、jjた凶の境イτ;J-

i！！：＇こは、ジェット主 Litk と u乎ぷ9虫い／!Ill がイt:~ ；I犬に H欠~）

ている。 その！瓜j宝は冬季 H本の ｜：後では月、｜ι均で

数！Om程Ji、 Hによっては何秒 100m 以ーヒにもな

る。そこで、 11走行機がこのジェット公流にのれば

速度が著しく明大し、 fiJj・要時！日lを匁i縮することが

でき、燃料の経済になる。 反対にr111かい風となれ

ば、 1i）「著書H年li¥Jがmし、燃料が不経怖になる。 そこ

で 、 ジェッ ト二υ庇の状j比を知り、それをどのよう

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・s・
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に利用するかが、経済運行の一つの謀題となって

きている。

また、飛行機が離陸をする時、着陸をする時、

j瓜に 向か つて飛べ ば滑走距脱が短くてすみ、安

全である。 横風を受けると、滑走路か らはずれる

こともあるので、滑走路の方向は J!li~の方向である

ことが必要である。そこで、滑走路 を設計する時

は、必ずそこの土地の風の調査をしておく必要が

ある。

風が強いと 、海上では波が高くなり、航海は困

難になり、とくに著しい時は、船が転覆したり、

泌が船内に入ったりして沈没することもある。船

舶にとっては、雨が強いことは大した障害にはな

らないが、暴風は大敵である。また、荷台の動力が

i故障して動けな くなると、 j瓜にjたされ漂流し、座

l((fi：することもあり、あるいは沖合いに漂流をする

こともある。昔、無線な どによる通信手段がなか

ったころは、漂流をするとよほ肋を求めることがで

きず、何回も漂流をして、食糧が底を尽き化ぬと

いうようなこともあった。

南（｝やJI走行機は、移動することができるので、気

象通報によって台風や強い低気圧の位置、進行方

向 、速度などを知れば、株！瓜；城を避けることも可

能である。気象通報の恩忠をー番受けるのは、交

通機関であろう。

風と大気活染
j孔の筈は強い万が目立ち、判い方はむしろよい

ような感があるが、過ぎたるはJ立ばざるが如しと

いうことわざもあるように、 j民Lが弱すぎることは

必ずしもよいこと ではない。 j瓜が弱いと 、大気中

の汚染物質など拡欣せず、局地的に汚染被j交の濃

い地域ができ、人体や植物などに被害を与えるこ

ともあるからである。 とくに近年はエネルギー消

費が増加し、その際出る二酸化硫黄や窒素酸化物

などの量が増し、生物に大きな影響を与えるよう

になって来ている。風が強いと拡散してしまうの

で、濃度は濃くならず、被害を生ずることはない

が、風が強く、とくに上空に気温の逆転があると、

エネルギー源から出た汚染物質が地面付近にたま

り、濃度が泌くなり、大きな災害を起こすことが

ある。

ロンドンでは1952年12月 5日から 8日までこの

ような状態になり 、 4,000名にも／立ぶ死者を出し

たという記録がある。 さいわい日本は風が強いの

で、このような被害は生じていないが、光化学ス

モッグなどが問題となっていることは周知のこと

であろう。

風と自然
風は自然界にいろいろの）~~響を与えている。植

物は空気中の一般化炭素を吸収し、太陽の光のエ

ネルギーによって合化作用を行い、成長していく。

風通しが悪いと一酸化炭素が不足し、成長がJ巴く

なる。

風があると海面や湖耐には波がたち、空気中の

酸素が溶けこんで水の中の般素孟が増す。プラン

クトンや魚、は、この世素を呼吸して生きていく。

瓜が弱いと般素が溶けにくくなり、水中の時素が

不足して魚、などが化ぬなどの現象も起こる。

植物の極が風にのって運ばれ、速い所に必ちて

成長し広がっていくのは風の』）Jの一つであろう。

また、花粉が風にのって飛ぴ、それを受けて受精

するのもJ:)jの一つであろう。昆虫や胞子などもj瓜

にのって非常な遠距離ーにllliばれることがある。小

麦のキサビ病は、 中国で生じた胞チが、日免冬か ら

春季にかけ、酋j乱にのって日本に運ばれ、それが

原凶で発生する病害と考えられている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・a・・・・・・・・・.・悶悶m・・・・・・・・・・・
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風は暑さ、寒さにも大きな影響を及ぼす。暑い

日風があれば、皮膚からの蒸発が盛んになるので

しのぎやすい。したがって、夏の住居は風通しを

よくすることが必要である。反対に、寒い時には

風が熱を奪うので、風は防ぐようにしなければな

らない。

以上、風の功罪についての幾っかを挙げてみた。

風は適当に吹くのがよいのであって、強すぎても

いけないし弱すぎてもいけない。それにも治して、

その影響を受ける人間の受け止め方によって、功

ともなれば罪ともなるものである。

終わりに、風に関する参考書・文献などを幾っ

か紹介しておこう。

一般的なもの

1 正野重方：気象力学序説、岩波書店、 1954

2 高橋治一郎：総観気象学、岩波書店、 1969

3 吉野正敏：小気候一一一局地気象学序説、地人

書館、 1961

4 根本順吉、倉嶋厚、吉野正敏、沼田真 ：季節

風、地人書館、 1959

.5 倉山鳥厚 ：モ ンスーン、河出書房新社、 1972

6 サットン（村山信彦訳）：大気の謎をとく、白

楊社、 1963

7 ライスー（松本誠一訳）：ジェット気流、河出

書房新社、 1970

8 藤田哲也：たつまき、共立出版、 1975

9 塩谷正雄、岩佐祥美：風の乱れの測定、気象

研究ノート、 114号、 70-110

10 原子力と気象、特集号、気象研究ノート、 11、

5号、 1960

1は理論的なもので、程度は高い。 2は一般気

象学的のもの、 3には海陸風、おろしなどの局地

風がよく書かれている。 4 . 5は風の中の季節風

に焦点を合わせて書いたもの。 6は一般気象的で

あるが、乱流についてよく舎かれている。 7は ジ

ェット気流、 8はたつまきに関したもの、 9・10

は風の構造、拡散などがよく寄れていて程度は高い。

風害、応用気象的なもの

11 鯉沼寛一 ：自然災害、地人書館、 1965

12 畠山久尚編 ：気象災害、共立出版社、 1966

13 稿橋治一郎：気象災害論、地人書館、 1968

14 都市建築と気象、気象研究ノート 、119号 、

1974 

15 小野薫 ：耐風、耐震、耐火構造、共立全書、

1953 

16 亀井勇、松下清夫、和泉正哲 ：建築耐風耐震

論、建築学大系20、彩風宇土、1959

17 東京航空気象台：航空と気象、 気象研究ノー

ト9、 3号、 1958

18 字国通｜塗：海洋気象学、天然社、 1954

19 NH  K社会部編：台風に備える、日本放送出

版協会、 1972

11・12・13には各種の風害についても多く触れ

られている。 14は者日市における気象に関するシン

ポジウム報告であり、風の関連が多く論じられて

いる。 15・16には風と建築との関連が替かれてお

り、 17は航空と風、 18は航海と風との関連、 19に

は台風が来襲した時の対策が警かれている。

多少趣味的なもの

20 高橋治一郎：日本の気象、毎日新聞社、

1975 

21 関口武：日本気象風土記、旺文社新日、

1968 

22 田口竜雄：日本の風、気象協会、 1962

23 柳田国男 ．風位考資料、日月世堂、 1942

以上比較的簡単に見ることができると思うもの

を挙げたが、このほかにも多数ある。 気象研究ノ

ートというのは、日本気象学会から出されている

総合報告であり、 一般の人でも手に入れられる。

・・・・・・・........................・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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はじめに

5月 6日、イ タリアの北部でM6.5という大地

従が起きて、13世紀ごろから続いた町々が、一瞬

のうちにがれき の山となり、 1,000人を越す死者

を出している。地震は突然我々の人聞社会を裂い、

それまで平和に生活していた人たちを悲しみのど

ん底に落とし入れ、生活の基盤を破壊してし まう。

今回筆をとったのは、 2月4日に中央アメリカ

のグアテマラで大きな地渓が発生し22,000人を超

す死者を出す惨事があり、その現地へ 2月20日か

ら15日間にわたって入り込んで、いろいろ調査す

ることができたので、その報告をするためである

が、筆をとろうと考えているうちに、新しい地震



事態だと考えなければな

らない。そのような意味

では、どのような地袋で

あっても十分に参考にす

はずである。本当の地渓

対策を考えようとするな

ら、地震災害を単に物理

的災害現象としてとらえ

るのでなく、社会的災害

現象としてとらえる必要

日本の大都市でもし地

次的災害が発生し、物理

的にも多様な災害現象が起こり、もっと悲惨な事

態が待ち受けていると考えなければならない。

グアテマラは現地H寺聞で 2月4日の午前 3時 3分

’76予防時報106

火災 ・

燃発 ・パニックという こ

過ぎに最初の大きな地袋に襲われ、その後数えき

れないほどの余出に襲われ、そのうち大きな余以

だけで 2月18日までの聞に 5回を数えていた。

していたが、グアテマラ地震研究所のマダリアガ

さんは、 「始め大きく波打つように踊れ、その後

はクンビア（I援を激しく振る現地の踊り）のリズ

ムのようだった」と当時の模様を語り 、ビルの13

階にいたある外交官・は「踊り狂うベッドにただた

が突然地震によって断ち

切られてしまい、新しい

異常状態での生活を強い

られて行くのであり、そ

れは直接的被害がどのよ

うなものであっても同じ

るべき内容を持っている

があるのではなかろうか。

地震の折れは人によってさまざまな感じかたを

だ夢中でしがみ付いていた」と当時の揺れの激し

さて、本組のグアテマラ地Z'iの報告に入りたい。

2週間に
5固 の 大 地 震
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震が起こったら

運命を持っているのに、人々はいたって平気な顔

して、地震に対して都市がどんどん危険をはらん

で行く中を、ほとんど有効な対策のないまま生活

な顔をしている。 たしかに地震の揺れによる直接

的被害だけを考えるなら 、あのようなつぶれ方は

しない。だから参考にならないかも知れない。

かし地震と人聞のかかわり合いは、決して直接

的被害だけにとどまらず、それまでの日常的生活

しまった。

日本も地良国であり、いつ我々の生活の流れが

大きな地震によって止まってしまうかも知れない

状況になるのは当然で、日本は耐震的に進んでい

るから、あのような被害は参考にならないと平気

あのような悲惨な

によって新しい悲惨な被害が起こり 、人聞社会と

地震のかかわり合いについて深く考えさせられて

し

を続けている。そしてグアテマラとかイタリアと

いう速い国で地袋が起こると、

れていない地方の地震だから、

耐良的配慮、がなさ

；羊平
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さを表現してくれたが、多くの人は 「どうなった

か無我夢中で分からず、 気が付いたら外に居た」

とか「泣き叫ぶチ供たちのJ二に覆いかぶさるのが

やっとだった」と答えており、本当に激しい地良

に遭った人たちは、その後の小さな余誌に対して

も輿常と思えるほど敏感であり、いかに地誌が恐

怖であったかを物語っている。

2月 4日は、現地では丁度サン ・ヒルベルトの

祭りの臼であったため、人々は 「サン ・ヒルベル

ト地震」と呼んでいるが、この地震によって百万

人の人たちが家を失ったといわれている。

グアテマラは日本と同じ宿命的地民国であり、

1917年にも大きな地復を受け、丁度200年前の1776

年にも大きな地震に見舞われており、その時は今

のアンテイグア ・グアテマラにあった首都を現在

のグアテマラ ・シティに移しており、この 6月に

選都 200年の祭典が華やかに催されるはずで、そ

のためのポスターが地震で填された家屋など至る

戸斤にはってあった。
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道路のがけ崩れ

今回の地震は、グアテマラの国土をほぼ横断し

ているモタグア河に沿ってあるモタグア断層が活

動したことによって起こったものであり、 起源地

も断層に沿って広く分布している。そのため全 域

的に直下型に近い地震に見舞われた状態となり、

被害も広域化し、現地の緊急対策委員会の本音rsの

人の表現を借りれば、 「断層に沿ってスプン型の

地域に被害が広がっている」ということであるが、

図 1にみるごとく、断層沿いにベルト状の地域が

大きな被害を受けている。この地図には 2月18日

までに起こった 5回の大きな地震の震源地と、被
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橋の落下

筈を大きく受けたゾーンが記入されている。今回

現れた断層は総延長 175kmに及び、 地表面でのず

れが最も大きく現れたのはチュアランチョ（Chua-

rrancho ）からプログレッ、ノ（Progreso）に至る

辺りで 1m42cmから 1m20cmの水平的変位が生じ

ている。もちろん垂直方向にもいくらかの変位が

生じている。この大きな断層によって周辺に大小

無数の二次的 ・三次的断層が生じ、それらの断層

によって大きな被害を受けたことがうかがわれる。

このモタグア断層は地質学的に重要な意味を持

っており、今回も 1mを超す変位をみているが、

この断層による変位は過去数百万年間の聞に実に

200 kmにも及んでおり、アメリカ西部からメキシ

コ、グアテマラと通り、カ リプ海のカイマン海溝

に沿ってプエルトリコまでつながる地表皮の切れ

目と信じられており、現地では「やがてはこの断

層によって、北アメリカと南アメリカが真っ二つ

にちぎれてしまうのではないか」とさえいわれて

いTこ。

今回の連続的地長のうち最も大きなのは、最初

に起こった 2月4日のM 7.5のもので、次は 2月

6日のM5.75のものであるが、それらの震央がど

こであるかについては、 いろいろ異なった意見が

出されていた。最初日本へ伝えられたものは、グ

アテマラ市の南西55kmのエスクイントラ州のシキ

ナラ付近といわれていたが、 2月15日の国家緊急

委員会（ComiteNacional De Emergencia）の

発表によると、第一長はグアテマラ市の北東 200

Mの地点となっている。 しか し、現地の被 災状況

をみるとエクスイントラ 州ではほとんど被害がみ

サカテベケスの崩れた教会

られず、 シキナラをb."filJH也と考えることは無理で

あろうと考えた。

しかし一 度混乱した情報を伝えてしまうと 、そ

れを正すことは難しいらしく、いろいろな意見が

あるといわれ、何を正しいとして良いか鰍しいが、

図 1の民源地は緊急対策委員会でのものである。

17州に及ぶ
広域被害

今回の地良による死者は 3月 1日付けの発表に

よると22,832人で、負傷者数は77,060人といわれ

ていたが、その後の余~でも死傷者が出ており、

いくらか増えているものと思われる。 グアテマラ

は面干~t 109,000km2 の固で、東西およそ 400km の小

さな国で、 23 州、｜よりなり、そのうち、今回の地h'~

で被害を受けたのは実に17州に及び、 97の市町村

が含まれている。 州別の総人口と死者数 ・負傷者

数 ・物的損害率を表したものが図 2であるが、も

っともひどい被害を受けたのはチマルテナンゴ州

で、人口の 6.8% の13,754人が死に、家屋の被害

は実に 9掬lに達している。ほとんどの町が全滅に

近く、チマルテナンゴ外｜の中で最も死亡率の高い

町はサンタ ・アポロニアで、実に人口の 21.52% 

の人が死んでいる。次に大きな死者数を数えたの

は首都のあるグアテマラ州、｜であり 3,350人である

が、死亡率からいくと0.30%と低い。死亡率の高

かかったチマルテナンゴ州、エル ・プログレッソ州、

サカテペクケス ＋Mと首都のあるグアテマラ・J+Jの凹

州死者数を加えると全体の 9割に達している。
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チマルテナンゴの警察署

今回の地誌被害の特色は、首都グアテマラの中

心部の被害がそれほど大きくなかったのに比べ、

地方都市が数多く嬢滅的被害を受けて しま ったこ

とではなかろうか。そのため首都機能が一応確保

されたため、災害対応が比較的スムーズに行われ、

多数の死者を出しているにもかかわらず、治安も

良いし、それほど大きな i1~乱は起こ っていない。

しかし、首都ヘ行けば生活はなんとかなるという

ことから、地bl｛後地方都rliを縦れて首都ヘ人［＿）が

流入してくる問題が提起されている。これは1972

年のニカラグア地誕の際、首都マナグアが壊滅的

被害を受けたが地方都市は大丈夫で、 田舎の親せ

きや知人を頼って者ll市から田舎へと人口が移動し

たのと正反対である。今恒lの旅行で時間がとれれ

ば、マナグアのその後を見て米る予定だったが、

丁度マナグアに出娠していた NE Cの方とのむ話

では、マナ グアの中心部はいま だ何も復興されて

いないということであった。 それに比較して、グ

アテマラは 臼もザく N:-tll－！－をという II乎びかけがh

われ、首都グアテマラでは早々と似旧作業が行わ

れていた。

地震と
人聞社会のかかわり

今回、 被者を受けたほとんどの，建物は、アドべ

と呼ばれる日乾レンガを梢み上げて造られたもの

で、1fii・tl:ll主的配慮に欠けているため、激しいJ也長と

ともに壁がiJilれ、左足艇が決ち、』:.J;f文中であったこ

とも手伝って多くの人たちがその下敷きとなり、

尊い生命を失っていったものである。地方都市の

建物は、そのほとんどがアドべ地りであったため
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ロマンさんの小屋

と、震源地が広域的に広がっていたこともあって、

被当 も広域的となったものである。それと現地の

訴では、たとえ構造的にしっかりした建物でも、

断層によ って多く が破壊されfこと語っていた。こ

のように地震の危険性の高い国で、なぜ地震に弱

いアドべ造りが多いのであろうか。アドべ造りは

E忌根には木造の小屋を架け、かわらを釆せている

が、その大部分は建築材料を必要とせず、手間暇

かければだれにでも相当の家を建て得る構造であ

るため、地誌に弱いことは分かっていても捨てき

れない理由であろう。も し同じ費用で建築材料を

必要とする建物を建てるとすると、数分のーの広

さしか石在保できないのではなかろうか。もう一つ

の忠由は、地炭の被害が今回ほど広域的に広がっ

たことはあまりなく、 一般的には地反被害が局地

的であったため、地伎が起こったところから逃げ

出すことによ って、 地以危険から逃れることがで

きたと考えていたようである。今回やられた所を

みると、長い聞大きな地ii"~被害に見舞われてい

ない地方都市と、 200年前のアンテ イグア ・グア

テマラから逃げ出して来てグアテマラ ・シティに

新天地を求めた最も古いゾ ンで、ここでは1fiHぷ

的な自己慮はなされていなかったからである。

今回の地~で興味深かっ たのは、アンテイグア ・

グアテマラ市は200年前に大きな地炭で破壊され、

火山灰で埋まってしまった都市であV、その後、

いろいろな耐震的配慮がなされて復興されたため、

同じ州の他の町が極端にひどい被害を受けている

にもかかわらず、アンテイグア・グアテマラの被

害は小さく収ま っていたこと である。それは 200

年前当時の地裂の際、その耐良性が証明されたコ

ロニアル ・スタイルの家屋を採用していることに



市民が思い思いにつく ったテント （グアテマラ市の近〈 ）

あろう。 もう一 つは、今回、グアテマラ市自体が

全体的にみる と被害が少なかったのは、約60年前

の地以（1917年 12月）の後、相当の強化策が打た

れ、その後形成された市街地はおおむね被害が小

さかったことによ っている。グアテマラ市で被害

の大きかっ たのは、古いゾーンが主である。 こ れ

は、人聞社会が地良とどのようにかかわっている

かを考えると興お味深い問題である。 もう 一つ 興 味

深い問題は、地方都市は大きな被害を受けている

が、 山岳地帯のインディオたちはほとんど被害 を

受 けていないことではなかろうか。 それは家の構

造自体が軽量化されていることが第ー であろうが、

生活様式自体も非常に災害に対して強いものであ

るため、 外界から孤立したとしても、全く生活に

は困らないということであった。 この生活様式が

災害に対して強いというのは、け っして普段から

災害にかjして特別 に考えているのではなく、 ＇i!f段

の生活それ自体が都市生活者からみると緊急ギ態

型であることによっている。都市では近代化すれ

ばするほど生活は他 力本願型になり 、7.kが出ない、

従気がこない、ということだけでも生活が成り 立

たなくなってしまう。 それにひきかえ、イ ンデ ィ

オたちの生活は全く そのような心配を必要としな

い。 このことは都市の近代化とは全く反対の方向

であるかも知れないが、何か大切な問題点を示唆

してくれている。

被災地の
様子

2月22日、日 曜日に被害の大きい地方都市をみ

るべくタクシーに釆りグアテマラ ・シティを後に

計画的テント村

した。 訴によると、幹線道路は 3日日ぐらいでな

んとか自動卓が通れるようにしたということで、

行白けるところまでfrってみることにした。 幹まi)j(j丘

路沿いの衡には簡単に行けたが、少し入 った所に

ある街は、まだ道が通って いない所が多 く、いまだ

に紋媛をヘリコプターでやっている所も数多かっ

た。 また大西洋岸に出る道路は落橋のためもあっ

て行二けないということであった。 i江路の多くはが

けが崩れて道路が埋ま ってしま ったものが多く、あ

る場所では、 TJ支irfiりかかったパスが下敷きとな

り何十人と死んでしま った、そのJても.illる。 道 路

がき裂により危険にな って いる箇所も数多くあっ

たが、白』~)J.Lドが .illれないという状態ではなかった。

最宇刀に入った｛封はサン ・ルカス ・サカテペケス

という人 114,000人ぐらいの街で約 160人のタE者

が出、中心部は75%ぐら い峻れていた。 j：±並i}J場の

ような広場のすみにテントといえないようなテント

生活の場があり、そこには人μもあったが背II／併は

崩れ務ちたままで、初j勾主いためかほとんど人がか；

ない。 そして惜の厚さが 1m もある教会が無惨に

も崩れ、 I也μの恐怖をまざまざと 見せつけていた。

次に入ったのはエル ・テイハルという人仁I3,000 

人ぐらいの街で化者50人、雄物は 8～ 9；作ljやられ、

教会も同じように il~iれていた。

次に放も大きな被去を ／｝＼ したチマルテナンゴナト｜

の州庁のあるチマルテナンゴrliに人った。 HHJ1( 1:1 

とあって削］の中央広場には青空市場が山l#Jきして

いて、寸J支日 llJ1！日のミサが崩れた教会の両rrj挺で終

わったところだったらしく民物客で賑っていたが、

目抜き iillりはがれきの 山で、 H寺折ひどい土ぼこり

が舞い上がっている。 この｛封は人 lI ¥J 2 )j人のう

ち死者 600入、そして75%の綾物は出域していた。
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外からは何の変化もないように見えた作察箸の建

物も内部の壊れかたがひどく、特察官は広場に机

とベッドを運び出して仕事を続けていた。 聞くと

ころによると、事干祭箸の裏手にある刑務所では、

崩れ落ちた屋根の下敷きになり 45人の囚人が死亡

し、まだそのままだとドうことであった。このよ

うに外観からは大丈夫そうに見える建物でも、内

部の壊れかたはひどく、ほとんどの家出がだめだ

ということであった。一応市場も聞いていて食料

品も不自由はしていないようであったが、チマル

テナンゴ州だけで30,000人が孤児になったといわ

れている。 ~；（を失った人たちは有り合わせの材料で

巡った州立小屋の中で;i;i<さをしのぎながら、余ili:

におびえた毎日を過ごしていた。教会が崩れてド

イツ人の神父さん家族が埋まったままだ、と話し

てくれたロマンさんという奥さんの小 屋をのぞか

せてもらった。 それは起ることと料理をするため

の必要松低限の空間があるだけのものであったが

それでも我々が見た中では上等の方であった。 多

くの人たちはシーツとぼろ布で造ったテント暮ら

しであった。

我々が率で刷ってみた街で最もひどくやられて

いるテクパンに入った。テクパンはグアテマラで

蚊も古い閃lで美しい所だったそうであるが、跡形

もなく崩れ去っていた。 テクパンは人口24,000人

の街で、 3,000人以上の死者を出し家屋は全滅だ

ということであった。いまだ湖、片イ寸けはほとんど

なされておらず、！ムー場を照らすための屯気工事を

やっているのが、唯一復興への兆しであった。首

都グアテマラ ・シティは12時間ぐらいで'iii:気は刷

復しているが、周辺の地方都市はずっと也気のな

い生活をしていた。我々が街道筋で寄ったガソリ

ンスタンドも、電気が米ていないため手動でガソ

リンを入れてくれた。 テクパンの近くの国道沿い

の広場にはテント村が広がっており 、そこで夜を

過ごし、盆間明るいうちは崩れた家屋の片付ーけをや

るという生活をしているようだが、ブルドーザ一

等の機械力が入 っていないためかほとんど進んで

いない。テクパンの後、チチカステナンゴとか、

ソロラ、パティシア、パツーンなどを回るが、い
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ずれも崩れ落ちたアドべの泥が粉雪のように積も

っており 、歩くたびに舞い上がり、他人の後を歩

けないような状況であった。もちろん車が通ると

一瞬何も見えなくなってしまう。そのような中で

広場にテン トや家具で囲いを作り生活していた。

今までのところ幸いなことには伝染病は発生して

いないが、 5月中ごろから始まる雨期に入れば伝

染病が広がることが懸念されている。 それを ｜幼ぐ

ためには、早く跡片付けをやり、雨期に耐え得る

仮設住宅を造ることが必与芸だといっていた。

大都市と
地 震 の問題

グアテマラの雨期は約 6か月も続くのだそうで、

早く仮設住宅の建設が望ま れ、現在の計画では

月以 150クェッアル （約 45,000円）以下の人に

125クェッアルの建設資金を貸し与え、それによ

ってなんとか自らのf主まいを:Piイ呆するようにH乎び

かけていた。それでできるのは板固いとトタン屋

根の粉末なものであろう。 しかし今の彼らに必要

なのはテントよりも、より恒久的な住いの雌保で

あり、都市の1fiH出化は先の問題であろう。建築の

1fiit 良化についての関心は高かったが、これだけ大

量の住まいを知期間に造るためには仕方ないこ

とかも知れない。しかし現地で我々が心配した、

木造住宅での火の扱いに似れていない人たちが火

災を起こさないだろうかということは的中して、

最近は非常に火災発生が多いということである。

今、アドべ造りはやめよう、屋恨がわらはやめ

て軽い屋根にしようと勧告しているが、それに代

わる具体策は提示されていないため、みんな日惑

っているようだ。

グアテマラでもう一つの大きな問題はがけ崩れ

の危険である。元来、急傾斜地の多い地方で、地

袋のためあちこち崩れ落ち、はげ山となり、それ

に雨期が来れば至る所で崩壊が始まり、生命の危

険ばかりでなく 、復興 ・活動の大きな障害となる

からである。このことのためには日本からがけ崩

れの専門家たちが 3月の末に現地ヘ赴いて、いろ



ガラスが割れている

いろな技術的アドバイスを千子って帰って来た。

最後にグアテマラ市内の問題について触れてみ

たい。はっきりいって首都グアテマラにとって、

地震の発生時間が夜中 3時過ぎであったことは不

幸中の幸いであった。被害が少なかったといって

も建物の半数近くは太きな被害を受けており、町

中の建物もガラスが割れたり屋根が崩れたり、近

代的な建物も相当の被害を受けており、もし昼間

人たちが多勢都市内で活動している時期であれば

死傷者は都市域に集中したのではなかろうか。 そ

して地方都市は家屋の外での作業時間であれば、

家は崩れても、死者はもっと少なくてすんだはず

である。

地震災害の総括が非常に難しいのは、このよう

に都市活動の状況によって被害自体が変わってし

まうことである。例えば、一例として学校の被害

を考えると、市の広報部長の話では学校は 6割が

た破壊された。 もし授業中に地震が発生したとし

たら生徒の死亡は現在の 1,000人をはるかに超え

ていたのではないだろうかということであった。

学校は全部で 1,500あるが、被害を受けてない学

校はない状況である（ 1, 000人の生徒は家庭で睡

眠中に死んでいる）。 学校と同様のことは他の建

物についても同じような状況で、我々が現地に居

た時点では、市立病院も総合病院も建物内では医

療サービスを行わず、公園などでやっているとい

う状況である。

グアテマラでは建物が不燃建築であるため、崩

れはしたが都市的火災が発生せず、そのことが災

害を揺れによる震災の段階にとどめているが、そ

の一つの要因に 、多くの人が料理に電気の熱源を

使っていることが挙げられる。電気は地震と同時

に自動的に停止され、それによって電気による災

市内に建築中のホテル

害を防いでいる。プロパンガスも使われているが、

電気よりもぜいたく品だということで、 一般家庭

ではあまり用いられてない。 火災の発生は 2～ 3

件で、そのうち大きく燃えたのは薬品関係の研究

所での火災が唯一のようである。

市内の建物の被筈では、前に述べた古い 3、4、

5、 6ゾーンで、そのうち第 3ゾーンの被害が一

番大きいが、断層が起こっている所では、上等な

建物でも破犠されたということで断層の存在を恐

れていた。市の地漠対策本部がなかなか分からず、

市長にお伴して初めて分かったのだが清掃局に対

策本部があった。それは、最も緊急にやらなけれ

ばならないことが市内の泥片付けであり、雨期ま

での回数を数えながら作業が進められていた。

最近のニュースでは市内の片付けはほぼ終わって

いるということである。

最後に水道のことについて触れたい。グアテマ

ラ市は水道の水が不足していて浄水場を 5つ造る

計画を立て、最後の一つを残して完成していたが、

そのうちの一つが、地震によって破壊され、人が

流され死亡している。 しかし幸いなことには給水

能力は半分以下であるが、どうにか水を全市域に

チョロチョロでも出すことができたということ で

ある。 このことが、グアテマラ全体の地誌に対す

る対応を順序よく進め得る基礎となっている。水

の欠けることは、人間にとっては大変なことであ

り、特に大都市域でそれが起こっておれば、グア

テマラ市がたとえ被害を最少に押えたとしても、

首都機能を発揮できるようになるためには、も っ

と時聞を要したはずである。一 日も早いグアテマ

ラの復興を祈って筆を置きたい。

（むらかみ すみなお／防災都市計画研究所所長）
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このごろ、台風は来ませんね。どうしたんでし

ょう。 そのうち、大きいのが来るんじゃないです

かね・1 という話はよく耳にする。これは実感と

して分かる話である。とくに東日本の大都会を考

えると、名古~は伊勢湾台風以来16年間、東京で

は狩聖子川台風以来17年間、多数の死者が出るよう

な台風が来ていない。 17年といえば、子供が生ま

れて高校 3年生になろうという年である。その問、

台風らしい被害が発生していないのだから、もう

台風は来ないのでないかと思うのは当たり前の気

がする。 また、逆に全然、来ないから近いうちに大

型が来るのでないかというのも分かるような気が

する。一体どっちが本当なのだろうか。むしろ私

の方が知りたいところなのである。

ひょっとすると、本当は強い台風が来ても忘れ

ているのかも知れない。というのは、強い台風が

襲来しても被害が小さければ記憶から遠のいてし

まうからである。 防災工事が進み、台風に対して

強くなった事実や気象情報の適時性など防災体制

が重量備されたことが、この問題を考えるとき重要

でないかと忠われる。

例えば、念的、原(1972）が指摘しているように

室戸台風と第 2室戸台風は経路、強さともによく

似ており、その経路 ・強さから推定される災害は

過去の記録的な大台風に匹適するものであったに

もかかわらず、第 2室戸台風の被害は著しく少な

くなっている。室戸台風に対する割合（%）で被害

高をみると死者は 7.2%、負傷者は25.9%、建物

の全壊は33.4%、半壊は83.0%、流出10.9%、浸

水74.5%となっている。すなわち、死者 ・全壊家

屋 ・流出家屋はかなり減っている。 これは「第 2
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室戸台風が大規模激じん災害の潜在可能性をもっ

ていたが、その激じんの程度を防災設備、防災対

策が著しく軽減したことを示しているものといえ

る」と結論している。また高橋治一郎(1954）の統

計から、推定される死者数が 1,000人以上に達する

強い台風であるにもかかわらず、ほとんど数10人

の死者しかでなかった台風を最近10数年について

調べてみると 1961年に 1個、 1965年 2個、 1971年

2個（何れも上記倉時による）挙げられる。10年

間に 5個というのは決して少ない数ではない。 こ

のように考えてくると、強い台風が来ても大き な

災害が発生しないために、記憶から遠のいてしま

っているのでなかろうか。

ここで話題を少し変えてみよう。北日本で大冷

害が発生したときに、どういうわけか大型台風が

上陸している。昭和 9年の冷害の年には室戸台風、

昭和20年には枕崎台風、昭和29年には洞爺丸台風

が上陸している。これらは 9月に上陸し、そのた

めに凶作になったというよりも梅雨期以降続いた

不順な天候のために冷夏・凶作になった。 J令書は

大規模な大気の環流が異常なときに発生している

ことを考えると、大型台風も大気の環流と無関係

ではないようである。

夏台風が多かった1960年代

年代によって秋台風の多い年と少ない年とがあ

る。 これは不思議な現象であるが、 9月に台風が

一度も襲来しなかった年を数えると、 1940年代は

3回、 1950年代は 1回、 1960年代は 5回、 1970年

代前半は 2回あった。 1960年代に秋台風が少なか

ったことは注目される。 ところが面白いことに、

1960年代は夏台風が著しく多いのである。年代別
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て発達 し、熱帯収束帯－も北上して活発化する。 そ

のため台風は多発し、北上している高気圧の周り

を流されて、 8月に日本に襲来しやすくなる。し

かし、 9月だと中緯度の高気圧帯が日本付ー近を覆

うので、台風が日本に近づけない。 そのため襲来

数は減少するのでないかと考えられる。襲来数が

変化するのは、大規模な環流によって台風が支配

されるためであろう。

このように考えると、大規模な環流が変わり、

にみると 1940年代は 8月、1950年代は 9丹、1960年

代は 8月に製来する台風が多くなっている。 1970

年代前半はほぼ半々である。このように年代によ

って、夏台風が多かったり秋台風が多かったり、

それを繰り返している。

図 1 東西指数偏差（極東域、 7～ 9月）と台風襲来数

1950 52 54 56 58 陶 62 64 66 68 I 70 72 74 
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東西の流れよりも南北の流れが強まる時代が来る

と、台風は秋に北上して日本に襲来しやすくなる

であろう。一般に夏台風の勢力は余り 強くなく、

しかも上陸地周辺にだけ影響するが、秋台風は上

陵地周辺だけでなく広域にわたって彬響を受ける

ので、大きな被害が発生しやすい。秋台風が襲来

しやすい環流型がいつごろから出現するか予測す

お

お

山

山

東
西
指
数
偏
差

（極
東
域 。

10 

20 

-30 

。コ
0

8

6

AM
マ
’
i

一

襲
来
数

ることが重要になってくる。

死者1,000人以上の台風と東西指数

（極東域）

9 
月

8 
月

今まで述べたことは東西指数が平年よ り小さい

と秋台風が多いことで、大きな被害をもたらすよ

うな強い台風が豊島来するかどうかは分からない。

（極東減、 7～9月
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秋台風の多かった1950年代には、ジェ ーン、ル

ース、テス、洞爺丸、狩里f川、伊勢湾台風と有名

な台風が多い。 1960年代は秋台風が少なく夏台風

の多かったことが台風災害が目立たなかったー困

に挙げられるのではなかろうか。

秋台風が多かったり、夏台風が多かったりする

のは、大規模な気流と関係があるらしい。図 1に

示すように上空の偏西風が弱く、南北流が強いと

9月の台風が多い。逆に上空の偏西風が強いと 8

月の台風が多い。 図中東西指数偏差というのは、

上空の西風の強さを表す指数を平年と比較したも
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ので、プラスなら偏西風が平年より強く 、マイナ

スなら弱い。カッコ内の数字は各年代の東西指数

偏差を表している。 1950年代は←5.lmで秋台風

が多く、 1960年代は＋16.6mで夏台風が多かった。

1970年代前半は ー1.0mでほぼ平年に近く、 8月

台風は 6個、 9月台風は 5個でほとんど差がない。

偏西風が強いときは、中緯！支の高気圧帯が発達

8月だと北太平洋の高気圧がやや北に偏っする。
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そこで、 1,000人程度以上の死者を出すような強

い台風が日本に襲来したとき、 7～ 9月における

極東城の東西指数偏差と対応させてみると面白い

結果が得られる。図 2に示すように 9例あるうち

の 7例まではいずれも東西指数が平年よりも弱い

ときに相当している。図中縦線から右側は実際に

は 1,000人もの死者は出なかった台風であるが、

これは防災対策が整備されていたためのことで、

過去の統計によれば 1,000人もの死者を出すほ ど

の強い台風であるから、それら 4つの台風を含め

てある。

この事実は何を意味するのであろうか。災害の

程度は防災対策に応じて変わる性質のもので、と

くに防潮堤の効果は大きい。それは伊勢湾台風の

死者 4,697人と第 2室戸台風の死者 197人を比較

するとすぐ分かる。したがってL災害の規模だけ

で台風の強弱をうんぬんすることはできない。 そ

のことを頭に入れて図 2をみると、強い台風が来

たときは東西指数偏差はマイナスになっているこ

とから、指数が小さいととは強い台風が日本に来

襲しやすい要因の一つであることを示 している。

東西指数偏差がマイナスということは、平年より

図3 日本の年降水量 （太実線は 5年移動平均値）
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も上空の西風が弱いととである。どちらかという

と南風と北風の成分が強いことで、気圧の谷が深

わ士会合に相当する。極東城で気圧の谷が発達しや

すいのはヒマラヤの山と太平洋の黒潮暖流のため

に、日本付近に固定される。大陸には寒気、太平

洋には暖気があって気圧の谷をはさんで対じして

いるところに台風が進入してくることになる。当

然、台風は発達し、大きなエネルギーが補給され

て日本に襲来することになる。強い台風が日本に

襲来したとき、東西指数偏差がマイナスになるの

はこのためと考えられる。

降水量の周期性から台風活動を予測する

日本の雨は地域によって多く降る季節が違う。

西日本は梅雨期に多く、東日本は秋雨期に多く降

る。 日本海側では冬季に多い。 したがって、日本

全体の年降水量となると、いろいろな原因による

降水が重なるので、これが台風の雨というわけに

いかないが増減の傾向は利用できるであろう。

いま、日本の年降水量として札幌 ・根室 ・仙台・

東京 ・新潟・金沢・大阪 ・広島 ・熊本の年降水量

1568 

55 60 65 70 1975年



’76予防時報106

台風鶴来敏（5年合計）の経年変化図4を合計した値を用いて、 1930年以降の年々の変化

を調べると図 3に示すように周期的な変化が出て 個
28 
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である。 この時代は東西指数が平年より 小さいの

で、梅雨前線も台風も活動が活発であった。

ために悶量が多かったのであろう。

その
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日本や中国の降水量には30～ 40年の周期性、 平

均すると35年程度のリズムで多間期、少雨期が繰

り返されている。 図 3をみると、 35年ぐらいの周

期的変化がみられる。 1940年ごろを中心 とした少

雨期は1975年ごろを中心 として再現されている。

これを補外すると、 1950年代の多雨期は1985年ご
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ろを中心として再現されることになる。 したがっ

て、日本の降水量の変動からみると 1980年代は再

び雨が多く降り 、台風による大雨が懸念される時

代が来る可能性を示 している。 1960年代以降、 今

までは少間期のなかの台風活動であったので台風

の雨による被害 は目立 たなか ったが、 1980年代以

降の多雨期には今までと違って台風の大雨のため

に洪水が発生しやすくなることが予想される。

台風襲来の周期性

もう少し長期間の変化をみるために1891年以降

の 5年間ごとの襲来数を調べると 図 4に示すよう

な変化をしている。 すなわち、台風の襲来しやす

しにくい時期というものがある。襲来し

台風は上陸しな くても、接近したために災害が

発生する。 災害の面からは上陸台風とは別に彬鮮

を及ぼした台風も考えないといけない。 い時期、

やすいH寺期は20年ごとに現れている。例えば、1896

～1900年 、1916～20年、 1941～45年、 1961～65年

がそれである。一方、襲来 しにくい時期は1901～

ここ では

990mbの閉じた等圧線が本土にかかった場合を襲

来 台風と定義し、 1891～1970年の80年間について

調べた。

製米数は年によ って追う。

(1950年 ）で 1回しかないが、

5年、 1931～35年、 1966～70年と30ないし35年ご多い方の記録は11個

とに繰り返されている。

これを補外すると、 1980年代は台風の襲来しや

すい時代、 1990年代は台風の襲来しに くい時代に

少ない方の記録は 1

個で、1903、1926、1934、1946、1957年と 5回も

ある。 1回も襲来しない年はない。年々の台風製

当たっている。

増加する予想ともー欽する。

規目lj性は月別の襲来数には現れていない。 図 4に

示すように8月の襲来数は1910年代、 40年代、 60

年代 に多く、1930年代、 50年代に少ないが、規則
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この結果は降水量が1980年代から

しかし、このような

来数はでたらめに変化するのでなく、あるリズム

を持っている。 その中でもはっきりしているのは

6年周期で、多襲来の系列と少襲来の系列とがあ

る。 1975年は少襲来の年回り、 1972年は多襲来の

年回りに当た っている。
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性はみられない。 8月に襲来する台風の数が年代

によって大きく述うのに対し、 9月の場ー合は変動

する幅が小さい。 9月の台風襲来数にも余りはっ

きりとした規則性はみられないが、強いて言 うな

らば多襲来期は 1921～25年、 1956～60年と 35年周

期がみられる。これを補外すると、1980年代後半か

ら 9月の襲来台風が増加していくことが考えられ

る。それに応じて、災害をもたらすような大型台

風が製来しやす くなる可能性があるので注意した

いところである。

東西指数の予測と大型台風

極東域における東西指数偏差（ 7～ 9月）がマ

イナスのとき、大型台風が必ず襲来するとは｜以ら

ないが、襲来しやすいことはたしかである。 した

が って 、将来の東西指数偏差の予illilが立てば大詐

台風がいつごろ襲来しやすくなるか目安が立てら

れるであろう 。

図5 東西指数偏差の予想 (7～9月）
作Z
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東西指数偏差には 3年程度の対い周期があるの

で、 3年の移動ムji必Jをとってまず平滑化し、長周

期iの変化が分かりやすいようにする。つぎにその

時系列（ 1946～1975年）を調和解析して卓越周期

を二つ選び出す。 その周期の位相を1975年に合わ

せて補外すると、図 5に示すような結果が得られ

る。 この図から分かることは、ここ当分は東西指

数偏差はプラスが続き、極端に不順な天候にはな

らないであろう。しかし 1980年代の半ばごろから

東西指数は低下し、数年間その傾向が続く結果を

がしている。 この結果は大雨や台風の周期から求

めたものとほぼ似ているし、1980年代は注意すべ

きH寺f-1:＇：ということカ fできょう。

42 

冷夏の予測（和田氏の論文より）

函館海洋気象台長の和田 (1975）は、気候変動の

立場から北 日本の夏の天候を予測している。その

主 な考え方はつぎのとおりである。 中部イギリス

の夏期l平均気温の資料は 1701年以来繋っているこ

とと北極地方の気候変化に敏感であることから、

永年の気候変化を調べるのに都合がよい。 中部イ

ギリスの夏期 （6～ 8月）の気侃が最も低かった

JI頃に第 7位までをとり、その後の北日本における

天候の特性との対応をみると、表 1のとおりであ

る。この表によると、イギリスが著しい冷夏であ

った年から平均 して22年後に北 日本の夏は不順に

なっている。最近、中部イギリスの夏期気温が最

も低くなったのは1963年であり 、これに22年加え

た1985年ごろに北 日本が冷夏になる。 なぜ22年遅

れるかは難しいが、観測I］事実として、世界の平均

気温が1940年ごろから下降しているが日本は約20

年遅れて 1960年ごろから下降している。 また、ソ

述の学者の研究によると、 北半球の温暖化のピー

クが高緯度に現れてから 、 日本付近の中緯度に迷

するまでに約20年かかるという。 このようなこと

か ら約20年遅れて北日本が冷夏になることは不思

表 1中部イギリスの夏期低温年と日本の天候（1701ー1973)

司王と会＼ik.l"C 大 ｛肢の特性 おくれ（年）

1814 (14.1) 1833 （災保のささん） 19 
1843 ( 14 .1) 1866 （明治初期のききん） 23 
1862 (14.3) 1884 （明治中期の冷害） 22 
1890 (14:3) 1913 （北日本の大冷害） 23 
1881 (14.5) 1902 （明治末期の冷害） 21 
1908 (14.5) 1931 (1935年までの冷害） 23 
1921 (14.5) 1941 (1945年までの冷害） 20 

｜平均 22 

表2夏期天候の超長期予報

地球の寒冷化
気温のリズム
J也土l弘の類似
気『ik.l変化のおくれ

環流出

作j判中心

子氾！天気図

太陽活動

太陽熱点の矧似

30～100年
2100～2150年尚岐

1980年代冷害
1985年から冷害 （変則低温に着目）
今世紀末から来世紀初Jめに冷害（冬期j

i民世に着目）
1980年代低指数期
1980年代天候不順
今世紀末に太平洋高気圧紋南端
1983、84年冷害時代
2年周期卓越

太陽黒点極小期 （1977、1987年前後）
21世紀初期冷害時代



議なことではない。

また、北日本の~期天候を左布する作用中心と

して、太平洋高気圧 ・モンスーン低気圧 ・シベリ

ア高気圧の動きをみるといずれも 1980年代に北日

本に冷夏がひん発する結果を示している。特に北

太平洋高気圧は1960年ごろをピークにして高気圧

の軸が南下し、今後数10年にわたって続くと予想

している。これは1980年代は北 日本に冷害が発生

しやすくなり、発達した台風が日本に襲来しやす

くなる条件を満たしている。和田氏の超長期予報

の結果は表2にまとめてある。

1980年代の予想天気図と台風

今まで述べて来たように1980年代には強い台風

が日本に襲来する可能性が指摘される。1980年代

の台風期における予想天気図は一体どうなのであ

ろうか。

いま問題にしているのはある年がどうかという

のでなく、大きな傾向としていつごろ強い台風が

襲来するかということであるから、 3年移動平均

した 50伽nb高度を用いて調和分析し、卓越した周

期によって補外してみた。極東城における格子点

(25地点）ごとに計算し、 1980年代を予測してみた。

計算は 7・8・9月の各月 別に行い、その結果を

平均して台風期の予想天気図としてある。

図6は1980年ごろ、 1985年ごろの台風期におけ

る高層 500mbの天気図である。 いずれも高緯度地

方の 500mb高度は平年より高く、中緯度地方の高

度は平年より低くなっている。 これを東西指数偏

差で表すとマイナスになるので、前に述べたよう

に強い台風が日本に襲来する一つの条件を満足さ

せている。さらによくみると、 1980年ごろは日本

付近が気圧の谷になって、太平洋上では気圧の尾

根が発達しているので、発生した台風は日本に製

来しやすい型である。 また、 1985年ごろの台風期

の天気図をみると（図6-2）、気圧の谷は九州、｜～

東シナ海にあって， オホーツク海方稲の 500mbf,:; 

度は平年より高い。 とのような型は発達した台風

が日本に襲来し北上するので注意したいタイプで
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ある。 ここで注意したいことは、 1970年代にはこ

のような天気図型が現れないことで、 1980年代に

なって強い台風が製来する可能性を示す天気図が

出毛見していることである。

図 6-1 台風期（ 7～9月）の500mb予想天気図

図6-2

むすび

もう大 ）~＇i 台風は来ないかという標題を前にして、

何度かお断りしょうかと思ったが、 if直にいって

だれにも分からないことである。 いまの段階でど

こまでいえるのか拐を鼓して書いてみたものの、

随分無理したところがある。 自信があるのかと問

われて、あるという人はいないであろう。字下き方に

よっては際物にもなるし、なるべく事実に忠実に

客観的に惑いたつもりである。 いろいろな資料は

1980年代に大型台風が製米しそうなことで結果が

一致していることは注目される。

（あさくら ただし／気象庁予報部長期予報課）
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史実と小説
大江戸火事秘録を読んで

．根本順吉

「江戸時代 264年間における大火件数は、

約 300件。 小火事、数知れず。死者、約20万

人。」

笹沢左保著京大江戸火事秘録仰の末尾の 3

行であるが、 「江戸の華」といわれた大火の

事績が、そこに生きる民衆の生活と共に捕さ

出されているなら大変興味深いことと思い説

み出した。 明暦 3年の大火を取り扱った第 1

話から始めて、第 7話の「十四代目の祝言」

という被災者年代記まで、いずれも興味深く

読むことができたが、史実と小説についてい

くつかの気付いた点があるので述べてみたい。

まず第 1話の「ふたり十右衛門」は有名な

娠中山火事の由来について書いた小説である。

ふたりの 卜右衛門のうち l人は有名な河村端

軒のこと、 f皮は明暦の大火のとき材木を買い

占めて巨利を得た。 この河村が振宇Ill火4＼－のf辰

袖の所有者きのの父大増i屋十右衛門と、 f·~i·侶

存遠の予言めいた言葉で結びっく訴は因縁詰

めいていて而白いが、振制1火事自身が伝説め

いた話だから、このへんの訴は著者の創作に

なる部分であろう。

「様相l火事」が有名になったのは、実は明

治42年に岡本絹堂原作の三幕物の芝居 「振袖

火事」が上演されてからである。 この芝居は

二 幕目で本郷の本妙寺の本堂前で女の振袖が

火事事されるとき怪J!lilが激しく吹き出し、その

火が本主主に燃え移る様子が手にとるように拙

与されている。

ところで笹択のこの小説では紫紺締lの振制1

は本掌内正面の議摩の炎の上に置かれ、供養

をしている聞に焼き払われることにな ってい
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る。そこに烈風が吹き込み、激しい風は本堂

内で渦を巻き、大きな炎となっていた振袖を

持ち上げるようにして吹き飛ばした。これが

振袖火事の原因なのであるが、実はこれが全

く作り話であることが、最近日本歴史文学研

究会の人たちによって明らかにされているの

である。

それによると振袖火事の火元は本妙寺では

なく、本妙寺の隣にあった阿部豊後守忠秋の

屋敷であったという。 当時、阿部は四代将軍

家綱に仕えた幕府老中であり、もし阿部の屋

敷が火元だということになると左遜や降格は

免れないので、隣の本妙寺がその罪を背負う

ことになったのである。このこともあって、

数年後には本妙寺の寺子総代 ・久世大手口守は

老中に列せられることになった。

このような犯人のすり替えは、火事の後10

日位して江戸の市内に怪文書のチラシを散布

することによって作られたというが、このよ

うな研究を踏まえて小説を読み返してみると

事実の方が小説よりは面白くなってくる。河

村瑞軒を結びつけたことは偶然の結びつきと

しては面白いが、当時の江戸の防火、火災に

ついての取り締まり等の社会的問題は上に述

べた事実の方に反映しているように忠われる。

なお最近、中公文庫に入ったので広く読ま

れている矢田挿芸の「江戸から東京へ」では

その第 1巻で振袖火事について述べているが、

チラシ（瓦板）の由来は少し違っている。矢

田によると振袖の由来を書いた瓦板は火事以

前から自己られていた。 もちろんこれがぎっか

けとなって大火になったとは瓦板に書けるは

ずがないが、 三人の娘たちが閉じ振袖に恋い

焦がれて死んだ因縁話が広く知れわたってい

た。 それで 1月18日に振袖の供養が行われる

ことを知って本妙寺に集まる者数万人。 「早

く焼いてくれ」という江戸っ子の声にせき立

てられて火をつけたところ、大事に至ったと

いうのである。明暦の大火はいわば江戸っ －f

が自ら焼いたようなものだ、 という結論にな



っている。

この知．編の終わりに、この火災による死者

十万七千六人となっているが、これは「武江

年表」の十万七千四十六人と同じ系統の数字

である。しかし当時、地方から江戸に出かせ

ぎに来ていた人たちは30～40万はあり、これ

らのうちの焼死したものを含めると、 10万人

よりははるかに多く、 30万人位は焼死したの

ではないかと推定されている。

振袖火事については、百科事典などでも伝

説をそのまま事実として述べているので、そ

のまま引用すると誤ることになるが、 「武江

年表」には、このような説話については一言

も触れていない。

振袖火事と並ひ羽：せられるものに、天和 2

年 12月の大火があるが、これは八百屋お七の

放火で有名である。 この事件が実際にあ った

ことは、この翌年の 3月29日駒込片岡］の八百

屋久兵衛の娘お七が火刑に処せられているこ

とからも明らかであるが、このお七の事件に

ついては、この短編集では第 5話「浅草小肝j

の咽笑」で取り扱っている。主人公の浅草小

町のお駒とお七の話が本当かどうか、筆者に

は全く分からないが、今までの説話ではお七

をそそのかしたのは、湯濯場買の吉三という

ことになっている。 （前記矢田の「江戸から
ひあ”

東京ヘ」第 1巻p 130～参照）お七が火熔り

の刑に処せられているところをみると、お七

の放火はボヤ程度では治まらなかったのであ

る。当時の法律に「火を付ーけ候者、火罪。但

し燃立不申候わぱ引回之上死罪」とあった。

しかし八百屋お七に関する物語や文献はすべ

て、お七の放火はボヤ程度ですぐに消し止め

られたとある。これは当時の人々がお七に同

情のあまり、罪を軽くしたかった願望の現れ

であろう。奉行自身も罪を軽くしようと努力

したことは矢田の本にも述べられている。 し

かし実際に火刑に処せられているのであり、

このことからボヤではすまなかったことが分

かるのである。
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笹沢氏の他の短編もそれぞれに面白いが、

出火が大火に拡大していくに至る社会的条件

などについてはほとんど触れられていない。

今までの通説に近い形の恋心ゆえの股火とい

った話に終わって いるのである。それに実話

と作り話が全く区別されずに混さ’っているか

ら、この物語を史実として使うことはもちろ

んできない。著者はただ読者を楽しませるた

めに創イ乍したのだから、こんなことを品命ずる

のは野暮といえば聖子暮な話だが、物語からさ

らに史実をいくらかでもつかみたいという人

の望みをかなえてくれる本ではない。

最後にだ足ながら一 言付け加えるならば、

振袖火事も八百屋お七の火事も、共に最近注

目されるようになった7 ウンダ一期（Maunder

Epoch ）の中に入っていることである。マウン

ダ－WIは本誌 105号でも紹介したとおり 1645

～1715の70年間をいい、太陽黒点が長期にわ

たり、ほとんどゼロになった期間である。気

候的にいうと、このころは小氷期（Little ice 

age ）の開始期に当たっており、ヨーロッパで

はしばしば寒冷な冬に見舞われ、ロンドンの

テームズ河が凍り、そのうえでうk上祭が聞か

れたりしている。有名なロンドンの大火は16

66年である。この前年にペストの大流行があ

り、これが世界で段後のペストの大流行にな

ったのは、ロンドンめ大火でネズミが大量に

焼死したからだという。 そのころの日本の災

害年表をたどってみると、寒冷よりは干ばつ

の記録が目立っており、大火の記録も少なく

ない。 また富士の宝永山の噴火をはじめとし

て、噴火の記録も目立っている。 このころは

フランスではルイ太陽~Eの H寺代である。 火山

の噴火、大火、ルイ 14世と記録をたどってみ

ると、マウンダ一期は天上の太陽の光に地上

の自然、人象がとって代わったような時代で

ある。 ただこれだけの事実でも、新しい目で

史実を見直すならば、そこから小説以上の面

白さが！惑ぜられてくるのである。

（ねもと じゅんきち／世界天候診療所所長）
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欧州
損吉イ持食
会社の
防 目重力
CE A火災技術委員会

．日吉信弘
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欧米諸国では、損害保険会社の防災活動が指導

的な役割を果たしている場合が多い。すでに、 本

誌 1973年 94号（ FactoryMutual の組織：加藤博之

氏 ）およ び1974年99号（アメリカにおける石油工業

の防災事情 ：筆者）に、主としてアメリカ損害保

険会社の防災活動の一端が紹介されている。ヨー

ロッパ諸国の損害保険会社の防災活動は、その広

報活動が比較的地味なせいもあって、我が国には

あまり紹介されていない。筆者は、昭和50年のヨ

ーロ ッパ保険協会火災技術委員会 （オスロ大会）

に、はじめて日本からオブザーパーとして参加を

許され、彼らの防災活動の一端に触れることがで

きたので、その概要をここに紹介したい。

ヨーロッパ保険会議

ヨーロッパ保険協会（ CEA：コミッテ ・ユーロ
減 1

ピアン ・ド ・アシュアランス ）は、西側ヨーロ ッ

パ18か国を構成メンバーとする協会で1953年に設

立されたものである。

CE Aは、 EEC（ヨー ロッパ経済共同体）およ

び、その後身である EC（ヨ ー ロッパ共同体 ）と深

い関係を有する。

EE CおよびECは、第二次大戦の被害を最も

深刻lに受けた西側lのヨーロッパ諸国が、アメリカ・

ソ連というこ大強固に対抗して、ヨーロッパ経済

圏の伝統と国際的な地位を確保するために組織し

たものであり、政治的 ・経済的にヨーロッパ連合

体を作りあげることを目的としている。

CE Aは、この EE C・ECの精神 を受け継ぎ、

西ヨーロッパ諸国の保険会社の活動を調和させ統

ー させることをねらいとしている。

CE Aは、フランスのパリに鐙かれた本部のも

とに特定の分野を似当する常設の委員会を設けて

いる。そのひとつに火災 ・爆発の防災を主として

初当する火災技術委員会（Groupede Travail Incen-

die ComitらTechniquePermanent ）がある。この委

員会は、 1J[I盟 18か国から選出された委員をも って

構成されたワーキンググループを持っている。こ

のワーキンググループは、テーマごとに分かれて



研究を行い、毎年 1回聞かれる火災技術委民会の

大会において、その成果を発表し 、加盟各国の肌

害保険会社はこれを防災活動の基礎的なデー タと

して活用することができる。

火災伎術委員会の活動で特徴的なことは、この

委員会のテーマ「調和と統一」 が表すように、西

ヨーロッパ諸国内の火災防止に関する規則lゃ法

準の、国境を超えた統一 を図りつつあること であ

り、すでにスプリンクラ消火設備や火災報知設備

の基準や規格は、 CE Aルールとして加盟各同r:n
の統ーが実現している。

さら に、力日日u国間で併究開発の経I斉，｜

を同るため、各国の最も得意、とするVJF究分聖fを尊

民しながら、研究や実験の国際協力体制を作り つ

つある。 国際分業の具体的な例として、スプリ ン

クラ は英国、コ ンビュ ーターの防災はフラン ス、

建物の排煙は西ドイツが相当するなどの体制がで

きており、研究成果は加盟国が全く平等に利用す

ることカfできるようになっている。

最近の研究テーマ

1974年大会（ブラッ セル）および1975年大会 （オ

スロ） で取り上げられた研究テーマは、次のよう

なものである。

1.ヨーロッパ各国の火災統計の分析

on害統計・業帝京別統計・大規模火災の統計等）

2.向動火災報知設備

（設備規則・機器の規格・試験規格・作動統計等）

3.スプリンクラ消火設備

（設備規則・ 作動統計 ・不時政水統計等）

4.コンビュ ーターの防火対策

（データ ・メディア貯蔵用キャビネット ・消火

剤の性能等）

5.排煙設備

（排煙設備規則の設定等）

6.ヨーロッパ諸国内の試験規格の統一

（火災 ・爆発の科学的研究の協力体制）

これらの研究テーマについて念入りな検討が行

われている。研究のテンポは短めてステップ ・パ
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イ ・ステップで息が長 く、毎年閉じテーマがあら

ゆる角度から研究され討議されている。

ここでは彼らの研究の結果と今後の万ltljについ

て、各テーマごとに軒 ｜二触れてみたい。

自動火災報知設備

向動火災報知設備の CE A統一規l!IJの作成、機

器の検定m.稿作成などがメ インテーマとして行 わ

れている。 この検討は、西独 ・オー ストリア ・フ

ランス ・イタリア ・英国 ・スウェーデン ・スイス

の委以によって附成されている 2つのワーキング

グループによって千子われている。 第 1グル プは

英国が主体となり、熱！1長知総の試験 )j法 ・煙感知

器の試験 ）｝法について一応の成果を収め、境在、

炎！必知総の研究を行っている。第 2グループはス

ウェーデンの主導で内動火災報知設備の CE A設

備規則の作成を行っている。

円動火災報知l設備 のった｜験は、酋独のライニッシ
後 2

ュ ・ウエ ス トフ ァーレンて科大学 、災［f［の ジョイ
援 3

ン ト・ファイア ・リサーチ ・オーガニゼーション 、フ
ヨ隠4

ランスの建築技術中央研究所 および西独の保険
様5

会社共同研究所において行われている。

※ 1 

加~Ull<I 西ドイツ ・オーストリ ア ・ベルギ ・デン7ーク ・ス

ベイン ・フィンランド フランス ・ギリシャ ・イタリ

7 ・ノルウェ ー・オランダ ・ポルトガル ・英国・スウ

ェーデン ・スイス ・トルコ ・アイルランド ・ルクセン

ブルグ

所在地・ 11rue Pill et -Will 75009 Paris, France. 

※2 

lnstitut fiir Elektriscl】e

Nachrichtentechnik der Rheinisch-Westfalischen 

Technischen Hochschule, Aachen, Germany 

※ 3 

Joint Fire Research Organization 

Borehamwood, Hertfordshire, United Kingdom. 

※ 4 

Cent re Scientifique et Technique du Batiment( CSTB) 

84 Avenue Jean-Jaures, 77420-Champs-sur-Marne France. 

※ 5 

Laboratorien des Verbandes der Sachversicherer e. V., 

Kiiln, Germany. 
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今後のワーキンググループの研究テーマとして

次の 7つの項目が考えられている。

1.コンビュータ一室に設置する火災感知器の試験

方法

2.赤外線感知器の試験方法

3.紫外線感知器の試験方法

4.炎感知器用テストヘッドの開発

5.塩化ビニールの分解生成物を感知する煙感知器

の開発

6.スポット式熱感知器 ・煙感知器の試験方法

7.機器および設備業者のリスト

スプリンクラ消火設備

ワーキンググループは、ベルギー ・西独 ・デン

マーク ・フランス ・フィンランド ・イタリア ・オ

ランダ ・ノルウェー ・オーストリア ・スイス ・英

国 ・スウェーデンの12か国の委員によって構成さ

れ 英国のジョイント ・ファイア・リサーチ ・オ
減3

ーガニゼーションが、リ ダーとなって 、 3つの

グループに分かれて活動している。なおジョイン

ト ・ファイア ・リサーチ ・オーガニゼーションの

機構は近く改変され、今後は、火災保険会社試験
賀民6

研究所 （F.I.R.T.O）がヨーロッパにおけるスプリ

ンクラ消火設備の研究グループのリーダーとなる。

3つのグループは各々、次のような研究テーマ

を持っている。 第 1グループは CE Aスプリンク

ラ規則の作成を行う。規則の作成には、スプリン

クラの作動状況に関する統計のほかに、フランス ・

西ドイツ・英国・米国で行われたフルスケールの

火災実験のデータを参考としている 。また、近く

英国のカーディントンでスプリンクラのフルスケ

ール実験を行うことにしている。第 2グループは

スプリンクラ設置対象物の危険級別の研究を行っ

ている。建物の火災荷重 ．燃 焼 速l支．発煙性 .f f l 

H,H 

決定しようとする試みである。第 3グループはス

プリンクラ設備機総の CE A統一検定規格を作っ

ている。このグループは規格検定について、アメ
様 7 様 8

リカのU.L,・F.Mと業務長Z併をf子っている。
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統計1 スプリンクラの効果

1 火災何数
2 スプリンクラの作動前に他の方法で消火したもの

3ヘッドが作動したもの
4 平均作動へ y ド数

5 2の平均打i害額

2, 780件

458件(16%)

2,322件（84%)

14. 5個

230万円

6 平均tm菩綴 2, 124万円

注 1 統計期間は1968～1974
注 2 スプリンクラを設備した建物のみを対象
住 3 爆発を含む

統計2 作動スプリンクラへッド数

作動ヘッド数 火災件数（%） 累計火災何数（%）

。 18.6 

l 24. 7 

2 12. 7 

3 7. 7 

4 5.9 
5 . 3. 9 

6 3.8 

7 -12 9.9 

13-18 3.0 

19-30 4.0 

31-100 4.6 

100以上 l. 2 

注 1 統計期間は1968～1974
注 2 爆発を含む

18.6 

43.3 

56.0 

63. 7 

69.6 

73.5 

77.3 

87. 2 

90.2 

94.2 

98.8 

100.0 

これらワーキンググループの今後の研究テ マ

は、次のようなものが検討されている。

1.噴霧型スプリンクラの可燃性天井 ・屋根に対す

る効巣

2.英国カーディントンにおけるフルスケールテスト

3.ラック式倉庫に対するスプリンクラの実験

4.高iJ,l..度スプリンクラヘッドの研究

5.スプリンクラ機器（箸報弁など）の改良検定規格

の作成

6.「CE Aスプ リンクラ規則」の改善

※ 6 

なお、このワーキンググループで作成した西ヨ

ロッパ12か国（スプリンクラ消火設備ワーキン

Fire Insurers' Testing and Research Organization 

( F.l. R. T.0.) Borehamwood, Hartfordshire, 

United Kingdom. 

※ 7 

Underwriter’S Laboratories, Inc. 

207 East Ohio Street, Chicago, Illinois 60611 U.S.A 

※ 8 

Factory Mutual System 

1151 Boston-Providence Turnpike, Norwood, Mass. 

02062 U.S. A. 



資料 1 コンピューターのデータ・メディア用
耐火キャビネットの性能条件（CEA基準）

(1）断熱 ・防湿試験住1において65℃を超えないこと

(2）断熱 防湿試験において相対湿度85%を超えないこと

(3）断熱 ・防湿試験および加熱、衝撃、 再加熱、水冷試験後桂2

キャビネットを開け、 メディアにHll罫なく 、レコード ・メ

デ17がとりたせること

(4) (3）のレコードから情報が再生できること

注1断熱 ・防湿試験

1. I SO-R・834建築材料耐火試験に規定された時間一温度

曲線に沿って温度上昇できる試験炉内にキャビネットを

置く。

2.キャビネットを初期弘度20±5℃に90分間保持した後、

ISO-R・834の方法により加熱すること。

3. 2の加熱終了後、 炉内温度が 50ぴCに低下するまでキャ

ビネットは炉内で徐冷すること。この冷却は 1時間以上

で達成できること。

注2加熱、衝撃、再加熱、水冷試験

1.一次加熱試験 キャビネッ トを断熱， 防iilli試験1、2に

したがって加熱する。

2.衝撃試験ー次加熱試験終了後、キャビネットを炉内か

らとりだし、コンクリート床上にコンクリ ト礁を厚さ

50佃に敷き詰めた所に、高さ 4mから落下するとと。こ

の試験は、 20分以内に完了すること。

3.再加熱試験衝撃試験終了後、直ちにキャビネットを炉

に戻し、炉内温度をできるだけ早く 900・Cに上げ、この

温度を30分間保持する。

4.水冷試験一再加熱試験後、キャビネットを炉からとり出

し、キャビネットの表面に注水し、キャビネットが開け

られる程度にまで冷却する。

ググループの委員国）のスプリンクラの効果に関

する統計を参考までに掲げておく （統計 1・2）。

コンビューターの防火対策

データ ・メディアを収容する耐火キャビネ ッ ト

の研究を第 1グループが行い、第 2グループはコ

ンビュ ーター火災に有効な消火設備の実験を行つ

ている。

第 1グループはフランス ・西ドイツ・英国が協

力して、 1973年にデータ・メディア用の而寸火キャ

ビネ ッ トの CE A規格案を作成し、各国で内容を

審議したうえで、 1974年正式に C E Aの基準とし

てf采用された。

耐火キャビネットの性能として、資料 1に示す

ように 4つの条件が要求されている。

第 2グループは、フランスの建築技術中央研究
機 4

所に200m＇の容 積 を 持 つ 実 験ルームを作り、実物

のコンビュ ーターを 用いた消化実験を行ってい
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資料2 コン~ューター火災実験の標準火災条件

火災室内容積 200m' 

可燃物量 5.00kg 

HI紙 1. 25kg 発泡ポリスチロ ル 0.05kg

ポロ 0.201《E ポール紙包 0. 20kg 

磁気テープ 0.50kg パンチカード 0.50kg 

極化ピニル 0.20kg 帳簿用紙 2.00kg 

カーボン紙 0. lOkg 

資料3 標準火災の性状

1. 電気ヒーターのスイッチを入れて 1分21秒後に発煙、 2分

21秒後に発炎。

2. 重量減少曲線

P(t)= 2.07logt+4.46 

p：燃焼重量（kg) t目燃焼時間（分）

3.消火剤の濃度

点火後4分30秒で消火斉ljjj文出開始、30秒間持続。

資料4 消火実験の結果

j自 火 斉lj 放出濃度 結 占柱

二酸化炭素（co.,) 2. 25kg/m' 室温ー20℃に降下、消火

ハロン12ll(CBrCIF2) 0.65kg/m' 消火せず

ハロン1301(CBrF3) 0. 45kg/m’ 消火せず

窒素（N2) 2.00kg/m' 浸irt20分間、 027%消火

る。 1974年に行われた実物テストでは、 C02とハ

ロゲン化炭素（ハ ロン 1211、 1301）および窒素を消

火斉ljとして使用した。ハ ロゲン化 炭素を消火剤と

して使用した場合、コ ンビューターに著しいター

ル状析出物による汚染を生じ、とのコンビュータ

ーの再生使用は不可能となった。このため CEA  

では、 一般的にはコ ンビュ ーターの消火剤として

ハ ロゲン化 炭素のガス が適切とされているにもか

からわず、この実験の結果を重視し、ハロゲン化

炭素の安定性が確認されるまで、その使用を慎重

に行うように勧告している。

参考までに第 2グループの行った実験の代表的

なデー タ を 記 載 し て お く。

なおコ ンビューター ・ワーキンググループの今

後の研究課題は、次のようなものが考えられている。

1. C02Iこよる消火効果の完全な確認と、 必要な浸

漬時間の決定

2:C02による腐食のテスト

3.ハロンの放出濃度と浸漬時間の決定

4.ハロンの放出により、タール状析出物が生ずる

条件の研究
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資料5 コンビューター運転中の消火実験

I 粂「｜

(1）宅内にコンビューター設；丘、プログラムを入れて巡転

(2）火災感知球と連動して消火剤政II:¥

2 結果

A ,C02 

0点火後4分11紗に感知器とj生動して2.25kg／川政出、11

分30秒に換気11j.Jl司、'fli!,,l-2ぴCに降下、 JI｝燃せず

015分に開戸、完全消火、コ ンビュータ一運転継続可能

B ハロン1301

O；＼火後 3分35紗に！弘知総と j!Ji動して0.46kg／附!iill＼、15

分30秒にJ典主tJlj.Jlf.J、者以23℃以上に上がらず

024分30￥｝・に関戸、 11｝＊靴、コ ンビュ ーターの汚m許しく

逆転停止

0コンビュ ターの内外・換気フィルタヘIJに7ール析IJ¥

c ハロン1211

0点火後 3分34紗に感知器とj！）！動して0.40kg/m＇放出、 9

分に侠気Jlj.ll目、 i?'.il..:.32"C以上に上がらず

018分に聞い、燃焼継続

3. ハ ロン1301』文出によるタールの分析11!1.

0タ ルのpH5～ 6 (pH 水素イオン漉皮）

0 5' ルの分析結ー米

Cl 5%、Brl8%、F1%以下

排煙設備

ワーキン ググループには、西ドイツ ・オースト

リア ・デンマーク ・フィンランド ・フランス ・オ

ランダ ・英国・スウェーデン ・スイスが参加して
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おり、西ドイツのリーダ

ーシップのもとに研究が

進められている。研究の

結果 「工業用および商業

用の広大建物に対する排

煙設備の設計基準」が C

E Aの基準として1973年

出版され、現在、西ド イ

ツのほかオースト リア ・

デンマーク ・フィンラン

ド ・英国で基準として保

用されている。

ところが、排煙設備は

火災の拡大を助長すると

いう疑問を生じ、ことに

多数の犠牲者を出したイ

ギリス ・マン島のサマーランドの火災は、排煙設

備に対する疑問をさらに増すことになった。 この

ため、このワーキンググループは、マン島の火災

をさらに研究し、排煙設備は設置を勧告すべきか

告か、という基本的な問題を検討することにして

いる。

ヨーロッパ諸国間の試験規格の統一

（火災、爆発の科学的研究の協力体制 ）

1972年に火災 ・爆発の研究や検定規格を CEA  

参加各国間で統ーすることが決定された。 現在、

各国聞の業務分但や統一規格が、具体的に検討さ

れている。

このため、各国の火災 ・爆発に関する研究 ・試

験機関のリストアップが行われており 、主な研究

分野 ・業務内容 ・人員 ・経 費 ・資金源など細部に

わたっての調査結果が公表されている。

CE  A加盟諸国の火災 ・爆発に関する試験 ・研

究機関の数と、その運営形態は表 1の通りである。

~ * * 
ヨーロ ッパ諸国の煩害保険会社の防災活動は、

米国ほど華やかではない。 しかし CE A火災技術
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表 1 CEA諸国の火災研究機関

国 名 研究機関の数 運営形態 国 名 研究機関の数 選営形態

オ ストリア 2 国有とtn筈保険会社の合弁 1 
公 1

ギリシャ なし

HI害有保険会社 1 イタリア 2 国有有 1 
ベルギー 2 公 1 キ'L 1 

デン 7 ーク 1 固有 1 ノルウェー 1 国有 1 

フィンランド 1 国と産業資本の合弁 1 ポルトガル 2 図有 2 

国国とm害保険会社の合弁 1 固と打i害合保弁険会社および産業
フラ ンス 8 

有 1 スベイ ン 1 資本の 1 
固と産業資本の合弁 4 
私有 2 スウェーデン 1 固有 1 

打i害有保険会社 3 
ス イ ス 2 !Ji! 有有 1 

西ドイツ 20 大国学有 ~ fl 1 

手'L 2 ト 1レ コ なし
固国とm害保険会社の合弁 1 
有 2 往 1 1975年の調査

英 国 15 大国と産業資本の合弁 1 
注2 公有とは地方自治団体による運営をいう

私学有 ~ 注3 大学は私立大学のみを指す 国立大学は国有に分類する

委員会を中心とし、「調和と統一」 をテーマに実行 の 効率 ・経済性 ・国際性などの諸点で大いに参考

されている損害保険会社の防災活動は、ヨーロッ となる点が多い。

パと いう特殊な環境を背景にしているにせよ、 そ （ひよしのぶひろ／住友海上火災保険火災新附業務部技術課長）

そ（／）とき．ノ 新刊案内

あなたがリーダーだ
父芯叫の適応行討のために

、川＂＇＇＂＇t;t,l;A B・ そのとき／

あなたがリーダLーだ

災害時の適応行動のために 本書は、再版実費（1冊250同）

で希望者に頒布しております。

当協会予防課あて、250円分 の

郵券を同封の上、お申し込み

下さい。 重~i差いたします。

東京外国語大学教授 安 倍北夫著

社団法人日本損害保険協会 発行

A 5判 160ページ

関東大地良のとき、被服廠で38,000人が焼

死するという大惨事があった一方、浅草観音

境内で、あるいはまた神田佐久間町で、人々

が力を合わせて火とたたかい、被害を最小限

に食い止めたという事実があります。

また、新潟地震のときの大和デパートや、

根室半島沖地誌のと きの丸三ツ ルヤデパート

の例のように、店員の一声で群衆をパニック

から絞った話があります。

このように、火災や地震 という異常時に、群

衆が適応行動に向かつて被害を最小限に食い止

めるか、あるいは逆に不通応行動に走って被

害を拡 大する か、それはその場に 、よさ リ

ーダ－＂がいる かいないかで決まるといわれ

ます。本f_I}は、このようなホよさリーダー仰とな

るための指ゆ舎として、企画発行されました。

災害時に、人聞はどういう行動をするのか

を、 ！.:1＇＆＞；な過去の事例からまずこび、そのような

群衆を適応行動にJl1Jかわせるには どう した ら

いいかー一一 リーダー としてはぜひとも身にっ

けなければならない知織を本舎は克明に提示

しています。
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はじめに

写真 1 反射材の道路標縁類

編集部

いうまでもない。視認性を高めるには照明によっ

て、環境全体を昼間のように明るくするのが浬想

的であるが、それは費用がかかり過ぎて現実的で

ない。 そのために、環境の一部・・・・・・標識や標示類

の視認性だけを向上することが考えられ、現在こ

れらに反射材料が使用され効果をヒげている。

しかし、このような施設面での反射材料の利用

に比べると、 一 般歩行者はほとんど反射材料を利

用していない。夜間の道路で、歩行者や自転車に

ごく間近に近づくまで視認できず、思わずヒヤッ

夜間lの自動車ギ放を防止する対策として、環境 とした経験を、自動車を運転する者ならだれでも

の視認性を向上することが、効果的であることは 持っているはずである。そしてこんな後、歩行者

写真2 反射化した橋と反射化する前の橋
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を標識のように反射化したら随分安心なのだが、

と感じたに違いない。

ここでは、反射材料とはどんなものか、そして

それを歩行者や自転車にどう適用するかについて

述べてみたい。

夜光る猫の目 （反射材料とは）

夜間の安全のために、障害物や危険箇所の視認

性を高める試みは約半世紀前に始ま った。夜光る

猫の目、 相 当の遠距離からでもそれと分かるほど

光を反射する、あの猫の目を利用できないかと考

図 1
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えたのが実用化の一歩であ った。

この猫の自反射材は1920年代に開発されて、実

用化された。 これは、球体のガラス 玉を標識板や

防護概などの表面に埋め込んだもので、いまはほ

とんど見られないが、記憶されている読者もかな

りあろう。

ところで、物体の表面に光が当たると、大部分

の光は乱反射するのが普通である。 だから、ヘッ

ドライトを照らしても、対象物は鮮明に見えない。

対象物の表面が鏡のような場合には、乱反射せず

に入射光はほとんどそのまま光束で 反射するが、

それは、投射光の入射角分だけ反対の方向に出て

いくことになる。 だから、表面がヘッ ドライトと

作る角度がよほどうまく位置していないと 、反射

光は運転者の目に入らない。 すなわち見えない。

ところがガラス球に光を当てると、反射光はま

っすくe跳ね返ってくる（これを再帰反射という ）。

これが街の自の光る原理で、入射角に関係なく光

の入った方向に戻ってくる。 これを夜の交通安全

に役立てようとしたのが反射材の第一歩で、前述

のようなガラス玉を埋めこんだ夜間標示物ができ

たのである。 しかし、このやり方では襟示物の制

作にコストがかかつて、今日見られるように襟識

を全部反射化するのは無理だし、また、これから

述べるような用途に使用することは不可能である。

図 2 反射シー トの梅造

~ .. ／ションコート

空気層
透明プラスチックフィルム‘ 「ースペ サー

ノ、イ・インテンシティ・グレ ド エンジニア・クレード

そこで、 1930年代になると、ガラスの細球（ミ

クロン単位のビーズ）を作る技術が開発され、こ

れを塗料にばらまいて反射材料とする方法が発明

された。 さらに開発が進んで、プラスチックフィ

ルムにガラスビーズを均一 に内包した反射材料が

生まれたのである。これが、今日ではステッカー
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などに用いられる反射シートや、衣服の反射化に

利用される反射布等の形に作られていて、あとの

適用例にみられるように、いろいろなものを容易

に反射化できるようになっている。

※反射材料には、ガラスピース、を使ったもののほ

か、ダイヤモンドカ ットのものもある （自転車

や自動車のリフレクターもほとんどダイヤモン

ドカ ットである ）が、歩行者や自転車への適用

では、ガラスビーズタイプの方が一散的である

ので、詳細の説明は割愛する。

夜間の交通事故

夜の交通安全といえば、まず気になるのは夜間

の交通事故の実態であろう。 しかし、夜間の事故

統計は 、交通白書をみても時間帯別交通事故件数

（表 1）があるだけで、歩行者や自転車が夜間ど

のくらい事故にあっているかを知る資料はない。

表 1 時間帯別交通事故発生件数
(11（｛和49年）

H寺 ti刊 1i；別 ｛牛 数 ぬ 成 比

0 II与～ 211与 13,116件 2.7% 

2 ～ 4 5, 551 1.1 

4 ～ 6 5,672 1. 2 

6 ～ 8 36,972 7.5 

8 ～ 10 60, 543 12.3 

10 ～ 12 57. 333 11. 7 

12 ～ 14 51, 364 10.5 

14 ～ 16 63,334 12. 9 

16 ～ 18 85,370 17. 5 

18 ～ 20 56, 968 11.6 

20 ～ 22 31, 973 6.5 

22 ～ 24 22,256 4.5 

d十 490, 452 100.0 

（注） 野察庁資料による

したがって推定してみる以外に方法はないのだ

が、 49年度の歩行者、自転車の事故統計は表 2の

ようになっている。
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表 1で、午後 6時から翌朝 6時までを夜間とし

てとらえてみると、夜間の事故件数は全体の27.6

%に当たる。もし、歩行者 ・自転車の死傷者がこ

の比率だとすると、死者 1,500名、負傷者53,058

名、計ー54,558名となる。

表2 交通事故死傷者

全 体 歩行者 自転車 歩行者 ・自転車計

死者 11,432 4, 140 1,299 5, 439 

負傷者 651,420 119, 792 72 ,448 192. 240 

d十 662 ,852 123, 932 73. 747 197,679 

このような単純な推計が当てにならぬことはも

ちろんだが、夜間の行動は昼間に比べて自動車よ

りも歩行者 ・自転車の方が減少率が大と考えられ

ることから、 54,558名以下であることは間違いな

かろう。しかしそれにしても 、ごく大ざっぱにい

って 5万人の死傷者が49年度にでているのである。

歩行者や自転車の夜の交通安全が大きな問題であ

ることは言命をまたない。

さてそれでは、反射材料を歩行者や自転車に適

用したらどれぐらい安全に役立つのか。これまた

データはほとんどない。歩行者や自転車の夜間悦

認性が高まれば、事故が減るのは当たり前といっ

てしまえばそれまでだが、もう少し定量的にこれ

を示すことはできないものかと探してみても、デ

ータは皆無に近い。そんな中で少々古いのだが宮

崎県のデータがあるので、参考までに示しておく。

宮崎県では昭和42年に自転車の事故が 1年間に

688件あり、死者18名のうち40% が夜間の事故で

あった。そこで 43年の 1月に、道路交通法施行細

則の一部を変更して、新聞などで反射材料の使用

を勧めるとともに、ポスタ ー・ビラを自転車利用

者の自につきやすい所に配布、 一方自転車店も協J

カした。また、学校や大きな事業所なども、反射

テープを自転車にはることを推進して、 10か月後

の43年 10月には、県下の反射テープ使用自転車は

84% に達した。

その結果、都城笹察署管内では、次のような使

用前、使用後のデータを得た（全県では、同種の

データはとられていない）。



42年 1月～ 6月

45年 1月～ 6月

自転車事故 （夜間）

63件 30件（47.6%) 

114件 11件（ 9.6%) 

自転車事故は 3年の聞に約 2倍になったのに、

夜間の事故は逆に約%になったのである。この数

字は、ちょっとでき過ぎの感がある。 42年以前の

経年変化が不明なことや、件数が少ないことによ

る誤差率なども考慮しなければならないだろう。

しかし、42年と45年のこの数字が事実であるこ

とは間違いなく、 Ysという数字はともかく、反射

テープが自転車の夜の交通安全に効果的であるこ

とを示すものと いえよう。

歩行者への適用例
安全とは

図3 タyグライド見えることです
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まで反射材料が入りこんで、歩行者の反射化が進

んでいる。我が国でも、交通安全運動などを通じ

て、全国各地で徐々に使われるようになってきて

いる。

以下、写真をみながら具体例を紹介しよう。

写真3（図 3）はタッグライトである。 これはタ

テ 6.5cm×ヨコ3.5cm（面積約23cm2）のアルミ板に

反射テープをはったもので、洋服やカバンに安全

ピンで取りつける。 このタッグライトは群馬県で

昭和49年 12月20日から約 1か月間行われた「年末

年始県民総ぐるみ交通安全運動」に、夜間、歩行

者を車から守ろうという目的で使用された。

図4は自動車運転者が歩行者をみたときの視認

距離を示 したものである。安全タッグの視認性は

抜群に優れている。

図5 歩行者の被視認距離t自動車の制動停止距厳

卜一一一一一23m一一一一一-j 26m 38m 

l手持 ~ ~＠ 
40km/h A C 

r;:r~長l
70krnハ1 A C 

L

川
野
総
綿
貫

o

。

一れ D 

また、図 5は自動車の制動停止距離と歩行者の

視認性を組み合わせて分かりやすく図示したもの

写真3 タッグライト である。 これで分かるように、いかに明るい色の

（反射式下げ札） 服を着ていても、自動車がよほど低速で走行して

反射材料がアメリカで発明されたという事情も いるのでなければ安全とはいえない。 反面、反射

あって、アメリカにおいては、学校の安全教育に 材料がいかに夜の安全に資するかが分かる。

ーナド！図4
歩行者の被視IE.性の比較

ij主行者 A 黒っぽい II~を治則 26mの距離から見える

歩行者 B グレのHUを｛illl 31 mの距離から見える

少 行 者 C 明るい色の服をJtrlH 38mの距離から見える

歩行 者 D 29cm＇の Jli・htllX:射刊の五一全ダッグを作っている 136mの距離から見える
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写真4 シューライト

'1=j：其4はシューライトである。 4.5cm×2.5cmの

銀色の反射シートを靴底の土ふまずにはりつけた

もので、昭和51年の「春の全国交通安全運動」の

時、制岡県をはじめとして、多数の県で使用され

た。 靴底など、自動車の五~転者から見えないよう

に思えるが、写真にみるようによく見える。

写真5 反射布をつけた雨衣

写真6 反射化されたカサ
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写真5は、歩行者の衣服を反射化した例である。

これは 5cm×30cmの反射布を衣服に縫いつけた （

または圧着した）もので、夜間は反射して 180m 

先から視認できる。

写真7 反射化されたふろしき 写真8 反射化されたスカー

写真 9 反射化したカバン

このほか、写真6、 7、 8、 9のようにいろい

ろなものに反射材料をつけた例がある。

写 真10は、交通警察官の衣服を反射化した例で

あるが、夜間の笹官や道路作業者の反射化はいま

やかなり普及されているので、ほとんどの読者が

すでに気づかれているだろう。

余談だが、反射材の変わった適用例としては、

消防士の衣服の反射化がある。 火災現場では夜間

の作業が多いが、作業能率を高めるのに消防士の

視認性向上が役立つ。また、消防士自 身が危険な



写真10 反射性の衣服を着た交通警察官（夜間）

場所から逃げられなくなったとき、数出するのに

他人から視認しやすいことが不可欠で、そのため

に反射材の使用が有効だというのである。

自転車への適用例

自転車の燈火類は現在、前！照燈と後面の反射器

（ダイヤモンドカット式の再帰反射器）が義務づ

けられている。 しかし、これだけでは夜間視認性

が十分とはいい難い。さらに後面の反射蘭桁を増

大し、また側面を反射化することが安全性向上に

有効と思われる。

写真11 反射シートを

つけた自転車

写真11は、後面の反射器に加えて反射シートを

はりつけた例である。この例では、フェンダーの

一部とフレームに反射シートをはりつけ、反射1flf

積を地大し、祝言忍性を大きく向上している。
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写真12 反射式タイヤをつけた自転車（夜間）

また写真12は、タイヤ反射化の例である。これ

によって、自転車の側冒IJの視認性は著しく向上し、

自動車の下向きライトで約 180mから叫認できる。

アメリカではCp s c （米｜豆｜消費者製1111'1安全委民

会）の勧告に恭づき、今年 5月から反射タイヤを

自転車に装備するよう義務づけた。 日本ではまだ

反射タイヤが義務づけられていないが、 一部では

すでに製造 ・j仮ヲピが行一われ始めている。

なおこの反射タイヤの場ー介は、タイヤ製i!iの加l

石束力l仁CT.f'1！＿で、タイヤ・サイドウオールに反射シ

ートを埋め込む、ので、 11IH久性がよく、はがれなど

のトラブルは起きないという。

女 宮島 女

：』f点、その他資料を住友スリーエム株式会社か

ら提供していただき、本稿をまとめました。ここ

に誌上をかりてお礼申し上げます。 （編集部）
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「油断」という小説をお読みになった方は多いで

あろう。この小説を、額面どおり、中東の石油に

頼って安閑としていた日本への警鐘とみることが

できょう。しかしこれはまた、ホムルス海峡にお

ける原子力潜水艦の接触事故という 1つの小さな

事故が、全世界を、そして日本を覆い尽くしてい

る、物、金、エネルギ一、および情報のネットワ

ークによって伝ぱ拡大し、日本に破滅的打撃を与

える図式を描き出したものとみることもできる。

現代は高密度化された社会である。人口密度の

みをいうのではない。政治、経済、産業、教育な

ど、人間活動のすべての局面が高度に発展し、そ

の密度が高まっている社会である。高密度化はま

た緊密化を生み出す。それぞれのおう盛な活動を

支えるために、物、金、エネルギ一、情報による

結び付きは強聞になる。結果として、これらを媒

体として形成されたネットワークは全人類を覆う

こととなる。

今日の社会はまた、人問機械複合体から人問機

械共生体へと進みつつある。機械が人聞を離れて

存在し得ないのはともかく 、人聞が機械を離れて

存在し得なくなっている。

機械の故障は、人間の生命につながり、それは

またネットワークを通じて伝ぱ拡大して、全体に

破局をもたらす恐れなしとしない。安全の問題が

クローズアップされているゆえんである。

ここでは人間によって作り上げられたシステム、

人工的システム（man-madesystems）の安全につい

て考えよう。人工的システムは安全であればある

程よい。理由はすでに述べたところである。安 全

なシステムを計画、設計、製作、運用するのは技

術の問題である。 しかしシステムはどれぐらい安

全でなければならないか、それを確保するために

どれだけのコストを投入することが許されるか、

は技術の問題を超えている。まず、この点から考

えよう。

1 人と安全

安全の問題は人を切り離しては存在しない。し



たがって、安全と人との関連をまず考えよう。

システムと人間

図 1に 1つの人工的システムに関連する人間を

示す。 ここでは人聞は、オペレータ一、設計者、意

志決定者、人々、行政者の 5人種に分類されている。

オベレーターとはここでは広義の意味を持って

おり、出来上がったシステムの運用をつかさどる

人々を指す。システムのもつ所期の目的を達成し

つつ、できるだけシステムの安全を維持するのが、

この人たちの役割である。

設計者とは、システムを計画、設計、製作する

人々の総称である。人、金、物という資源的制約

のもとで所期の目的を達成するようなシステムを

作り上げる任務をもっ。資源的制約のもとで技術

の総力をあげてシステムに安全を作り込むわけで

ある。

意志決定者とは、 システムを作り上げる動機と

そのための資源を持つ人種である。システムがど

れだけ安全でなければならないか、そのためにど

れだけのコストの投入が許されるかを決定できる

立場にある。ここでは安全の問題は経済の観点か

ら動機づけられることとなる。

人々とは、ややあいまいな表現であるが、 1つ

の人工的システムから直接あるいは間接に社会的

便益を受け、社会的コストを負う立場にある人種

をいう。新幹線でいうならば、それに乗る人、線

路のそばにいる人などがこれである。この人々は、

システムを作り 上げ運用することに自発的に参加

しているわけではない。 にもかかわらずシステム

の安全に関しては、最も直接的に（多くの場合被

害者として）巻き込まれる人種である。安全の問

題とは、主としてこの人々のためにあるといって

もよい。

行政者とは人々の延長であり 、人々の付託を受

けて、人々の便益の確保とコストの低減を図って

法的な規制を行う人種である。

いうまでもないが、これらオペレータ一、設計

者、・・・・・・ 行政者という分類が固定しているわけで

はない。 1人の人に着目すればシステムごとにま

た状況によって異な＆立場にあるわけである。化

図 1 システム、人問、安全

安全の規制l 行政者

安全の経済 立法；決定者

安全の技術 設計者

安全の教育
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1民益
コスト

学プラントの設計者は新幹線の乗客となるであろ

うし、厚生省の医薬品の刊当係官も病気になれば

薬を飲むわけである。

安全の規制、安全の経済、安全の技術、そして

安全の教育など安全に関連する諸活動は、それぞ

れこれらの人間に対応して期待される。図 1に示

すように、規制は行政者に、経済は意志決定者に、

技術は設計者とオペレーターに、教育はオペレー

ターと人々に、それぞれ関連するところが最も強

いわけである。

安全活動の階層

図 1にみられるように、安全のための活動には

階層が存在する。 この階層において、上位にある

活動における決定は、下位における活動の制約と

なっている。意志、決定者の安全の目襟とそれを達

成するための資源の投入に関する決定は、行政者

による規制により制約される。 また設計者の設計

は、そのシステムに投入される資源（金、人、物）の

量によって制約される。

このように活動あるいは決定の階層が形成され

ている場合に重要なことは、上位の層は下位の層

の達成すべき目標を設定すべきであって、下位の

層の決定のプロセスに立ち入って束縛してはなら

ないことである。 これは上位に比して下位は必ず

複雑微細な構造をもっており、上位の決定者が下

位のこの構造を誤りなくことごとく認識すること

は、多くの場合不可能であるからである。 だから

こそ階層が発生しているわけである。 この観点か

らすれば、経済と技術との間柄は良好であった。

経済は技術を動機づけることはあっても、技術そ

のものを制約することはなかった。しかしながら、

規制と経済、あるいは規制と技術との関連では、

上記の原fliJに背反する例がみられる場合がある。
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図 2
賃金日死傷率

5 

4 

3 

（営
・〈
ち
ご
ち
円V
八
回
〈
）
麿
哩

2 

0.01 

あるいは新しい技術の正負両面を、 現在知り得る

限りにおいて落ちのないように書き出しておくこ
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2.0 

とである。これを“だからどうするのか”という評

価 と意志決定に結びつけるためには、書き出され

た項目について、その社会的便益と社会的コスト

が算出されなければならない。

たとえば環境規制に関連して、排出物の総量規制

を行うことは、この原員ljに合うものである。

しこの規制を達成するため特定のプロセスを用い

しか

るように行政指導することは、技術的な決定につ

いての直接介入となり、上記の原則に背反するこ すなわち第 1の問

題に戻ることとなる。

安全の技術を推進するために、社会的便益と社

会的コストの関連を分析することは”人々はどれ

とになる。

安全に関連しても、規制は、安全の基準値を決

定することを基本とし、基準を達成するための技

術的決定には介入しないことが健全な姿であろう。 だけの便益を虫み、その便益のためにどれだけの

危険に耐えるのか’を調べることである。 この間

題を調べるためには次の 3通りが考えられる。

第 1は「人間の生活意識を分析し、モデル化す

る」 ことである。社会を構成する個人の意識を分

析し、その個人の生活の質（Qualityof I」fe）につ

いての意識を固定し、それを積み上げることによ

り、社会全体の意識を知ろうとする。この方法は、

安全の経済

社会的便益と社会的コスト

いうまでもないが、技術はそれが笹かれている

社会経済機構のもとで社会的便益を増大させ、社

会的コストを相対的に低下させる方向に進歩する。

2 

物理学でいえば分子、原子、素粒子と歩んできた企業の利潤はこのよ曽大した便益または減少したコ

システムの安方法に相当している。 その成果を、

全基準に反映させるところまでには道遠いものが

あり、幾つかの集団についての個人の Qualityof 

I」feの測定は、集団ごとに意外なほどの均質性が

あることを示している、と伝えられている。

第 2は「人間の便益と危険についての意識を商

しかしこの分野も着実な進歩を遂げつつあろう。

ここで 2つのことが問題となる。

第 1は、技術の進展を｛足すような経済的動機づ

けができるためには、その技術に基づく社会的便

益と社会的コストの関連が分かっていなければな

ス卜の一部分を獲得するという形で生み出される。

接調I］定する」 ことである。 この方法は、それが直

接測定であることから、信頼性があるように思え

らないことである。

第 2は、ある技術の進歩は、当初想定した社会

的便益あるいは社会的コストと開類の異なる、新

しい形の社会的コストを生み出す可能性のあるこ

るが、必ずしもそうではない。測定の方法と対象

に問題があるためである。 iWIJ定は、日目白あるいは

筆答による調査という形で行われるが、人間の思

き納町考は、文脈依存形であることが問題となる。

とである。現在問題となっている環境破壊、騒音、

医原病などは始んどすべてこの植の問題である。

第 2の問題に答える方法は、ひところ騒がれた

TA （テクノロ ジーアセスメ ン ト）である。既存の
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図4 社会的便益 vs危険
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方によってどうにでもなる部分が大きすぎるとこ

ろがある。アンケートの設聞を正しく設計しよう

とすれば、対象の意識があらかじめ分かっていな

ければならない、というどう着がある。加えて、

人聞は自分のことが分かっていないものである。

聞かれて考えるのでは文脈依存になるのも当然で

ある。さらに人聞は状況によって信ずるところが

変わるのが普通である。自動車を運転していると

きには歩行者が邪魔だと思う人が、歩行者のとき

には自動車はけしからんと思う、というわけで、

直後illI］定にも、あまりに多くは期待できない。 た

だ、これは直接測定であるだけに、あとで”あな

たはこう言ったではないか”と押しつける恨拠は

あるかも知れないが、そうしてもほんねに基づく

抵抗を受けて結局はうまくはいかない。

第 3は「これまで得られているデータを解析す

る」 ことである。 人聞がこれまで取り入れてきた

具体的事物、例えば、馬車、船、 自動車・・・・・・につ

いて、どれだけのコストに耐えて、その便主主を享

受してきたかを調べる方法である。この方法は実

績ベースの議論であるから、過去のことについて

は、かなり信頼性のある方法である。 しかし、過

去が将来に延長できるかどうかが問題となる。し

たがって、人間の時代による変遷のなかで、不変

の事象が見いだされるならば、かなり使える方法

となろう。

社会的便益と危険

この点から ChauncyStarrの SocialBenefits vs 

Technological Risk, Science 19, No.9 ( 1969）の言命

文は興味深い。 いささか！日聞に属するが、その一

端を紹介しよう。
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図5 便益周知度 vs危険
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まず社会的便益として， その技術 、事物に関連

する業種の総生産力を $でとったもので表す。仔I]

えば自動車であれば、自動車関連産業のグロスプ

ロダクトをとるわけである。必要に応じて、その

産業に関連する人の頭書I］りにすることもある。

危険は、それに関連する人の 1時間当たりの死

亡率で表現する。例えば、病気によるものは10-6

人／人・時である。 これも必要に応じて適宜修飾さ

れるものとする。

図 2は、危険と便益の関係をみるために、坑夫

の死傷率と賃金の関係をプロットしたものである。

これをみると、賃金の 3釆で増加する危険に、坑

夫たちは耐えていることが分かる。よって、「危険

の許容水準は便益の 3釆に比例する」 という結論

を千尋る。

図 3は、自動車が米国社会に受け入れられてい

った過程を、死亡率との対比でみたものである。

死亡率が病気によるそれに近づいてくると、極め

て広範に普及することが観測される。したがって

「病気による死亡率は社会的な危険許容水準の 1

つの基準となる」 といえよう。

図 4は、社会的使主主と死亡率の関係をプロ ッ ト

したものである。 やや作為的にすぎるかもしれな

いが、図 5は興味深い。典型的な幾つかの事象の

死亡擦を 1本の線にまとめるには、

便益周知j変＝広告費× （関連人口 ）2 ×便益

をとればよい、という話である。原子力が危険率

が極めて小 さい（10-9人／人 ・時）にもかかわらず、許

容が低いのは、広告貨の投入が足りないためであ

る、とも解釈できる。

これらの分析により得られた結論をまとめるな
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らぱ次のとおりである。 図6 異常から災害へのプロセス

1. 自発的行動は非自

発的行動に比して 103倍

の危険にrHえる。

2. 病気による死亡率

oo-6／時）は、社会的な危

険許容水準として 1つの

目安になり得る。

3. 危険の許容は便益の 3乗に比例する。

原因情lj御可能ー（人災）

原因 制御不可能ー（自然災害）

予測

E生計

4. 危険の許容は便益周知度に比例する。

Starrの分析は、結論を急ぎすぎているところがあ

る、便益、危険の指標のとり方に強引なところが

ある、などの批判を加えることはやさしいが、こ

のような摂理が極めて有用な結論を引き 出し、 安

全のための計量経済学の第一歩として注目すべき

ものと思われる。

3 安全の技術

人工的システムは、計画、設計、製作、運用、

廃止のライフサイクルを持つ。このそれぞれの段

階における安全の技術を一通り書き出すならば次

のようなものである。

計画段階 システム全体の安全性の目標を設定す

ることにある。金、人、物という資源的制約のも

とで設定される目標は、行政による規制値はいう

までもなく 、安全の経済の観点から規定される値

を超えている必要がある。

設計段階 与えられた安全性の目標値を 、資源的

制約のもとで達成するようシステムを設計する問

題である。システムの高信頼度設計といわれ、宇

宙開発以来技術的進歩とデータの蓄柏の著しい分

野である。システムは多くの要素（サブシステム ）

から構成されるものであるから 、全体のシステム

の信頼性を保吉正するためには、どH だけ信頼’I＇~：の

あるサブシステムを、どのように結合すればよい

かという問題を解かねばならない。この目的のた

めの FTA(faulttree analysis）、 FMEA(failure 

mode and effect analysis）などの手法が多くの分

野で伺立した技術？として用いられるよ うになって

62 

予防 検出 判断 処置｜規制 補償

制御

安全の技術

きている。

製作段階 設計において設定したシステムおよび

サブシステムの安全性を、具体的なものとして実

安全の社会経済

現する過程である。サブシステム、システムの製

造技術の向上、品質管理、検査などによって、所

期の安全性がはじめて確保される。

運用段階 出来上がったシステムを、 できるだけ

安全に運用するために、システムの診断、保全を

行うことが主になる。最近とくに設備診断と称せ

られるべき技術が発達し、医者が人体の異常を診

断するように、設備を稼動させたまま診断するこ

とが広範囲に可能になりつつある。

以上、計画、 設 計、製作、運用の段階について

通りいっぺんのことを並べたが、安全の問題の本

質は、このようないわゆる“安全のための技術”

“安全工学” に依存するところにあるのではない。

システム全体から、その構成要素の末端のビス 1

本の材質に至る、技術の総体が問題となるのであ

る。この点を改めて見直し、問題点を探ってみよ

、っ
異常と正常

前節に述べたような分析が進められ、安全の項

目が経済とか法規制とかの形で社会機構のなかに

組み込まれたとしよう。次は安全の技術の問題で

あるj・動機と金があって、目標が達成できない技

術はない”といってしまえばそれまでだが、安全

の問題は、技術的にもかなり本質的な難しさがあ

るように忠、える。

よく知 られているように、災害は、図 6に示さ

れているようなプロセス を経て拡大伝ばされる。

したがって、安全設計、安全の制御といった安全

の技術は、何らかの呉常と取り組むことから始ま



図7 正常と畢常 図8 危険領場
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る。 いかにして異常を発生させないか、いかにし

て異常を早く検知するか、いかにして異常を小さ

いうちに押さえ込むか・・・・・・がこれである。問題は

“異常”とは何 であるか、にある。

システムの状態を表すため、それに含まれる変

数をすべて軸にとった多次元空間を考えてみよう。

正常とは、その多次元空間のなかのただ 1点（お

よびそのごく近傍）であり、他の領域はすべて異

常である。図 7に 2次元空間で、その様子を示す。

正常が局所的であるのに対し、異常は大局的であ

る。 1つの技術を開発するのに当たって、正常お

よびその周辺の範囲を調べることは、不可能でな

いにしても、残りの全空間、すなわち異常を調べ

尽くすことは、限られた人、物、金の制約のもと

では原理的に不可能である。有限な幾つかの点を

調べ、それによって他の領域での様子を推測しな

ければならない。調べる点は多いほどよい。結論

として、安全の技術は本質的に開発途上において

資源多量消費形である。

異常であると分かったとして、その異常が危険

であるかどうかの判定は、また別の難しさをもた

らす。図 8のように危険領域が同定できていると

しよう。いま 1つの点が、この領域に属している

かどうかを判定することは、パターン的、位相的

そして大局的判断を要求することとなる。機械が

もっとも不得意とするところである。

危険領域は、固定された領域ではない。他の変

数に依存して時間的に変動するのが普通である。

この状況を解析的に調べ尽くそうとすれば、組み

合わせ数的な膨大なケースを取り扱わなければな

らなくなる。これまた機械の不得意とするところ

である。
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表人問問機械

人 HIJ 機 tl!X 

大局11
パターン的・位相的 ・大 数値的・解析的・局所的

);;j的な検出、判断、処；｛，＇ な検出、判断

ルーチン的なものはflk¥l ルーチ ン的なものは高い

信頼性
大局的、パターン的なも

のは高い

自己診断が可能

柔軟性 日い 限度がある

オベレータとしての人間と機械

人聞は必ず誤りを犯す、人聞はコスト高である

・・の理由で、制御系の機械化は、計算機化を含

めて急速に進められてきた。 しかしながら、安全

の観点にたてば、もう一度、人間の持つ能力を見

直すべきであろう。人間と機械（計算機）の判断処

置を比較すれば表に示すような特長を持っている。

人間の持っている大局性、大局的パターン的信

頼性、柔軟性は、前節に述べたところから、異常

の検出、判断、処置に極めて適切である。この意

味から、システムの制御系は、人間と機械を相補

的に活用するよう設計すべきであろう。その筋道

は大略次のようなものであろう。

1. 人間と機械の分業をはっきりした思想のも

とに明確にする。

2. それぞれの持ち分は、それぞれの認識、情

報処理、行動に適したように設計する。

3. 人問機械の界同は、人間と機械の判断 ・処

設が異なることを前提とし、人間に適したように

設計する。

4. 互いのパックア ップを検討する。

例えばデ ィスプレイ上に多くの数値を出して、

人間に見せているのは、人間に機械的作業を強い

ていることとなる。パターン的、位相的、大局的

判断に適した形の像を出すことを考えるなどは、

この方向の初歩的－ ）pであろう。

遠からず人間の頭脳と同じ能力を持つ機械がで

てくるときがあろう。 それを作り上げる努力と、

現在の機械が持っている本質的な人間との差を認

識して、現在の機械を使いこなそうという努力と

は別物であろう。

（いちかわ あつのぷ ／東京工業大学教授）
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協会だより

6月 7日に移転しました

日本加害保険協会は、打1保会館新築のため、 卜

記へ移転しました。ご連絡の際おJilli主いのないよ

うお願い申し上げます。

〒101束京都千代同区神凶錦町 1- 9-1

東京天理教館内（ 4 - 71；皆）

定話番号 ( 03)294-4911 （大代表）

スノーケル車をはじめ58台一一一51年度第 1次分消

防自動車寄贈先決まる

わが国の:j)l;I千保険業界では、社会公共への奉仕

の一以として、円本打i害保険協会を.iJ!iじ作自治体

の消防力強化拡充に協力のため、昭和27年から何

年消防自動卓をはじめとする消防諸設備を寄贈し

ておりますが、今年もその第 1次分がつぎのよう

に決まりました。

1.消防活動現況盤及び消防連絡車ー・ーー東京都

消防活動現況盤ー・ー・・ー1基

消防連絡車・・ ・・・・・ •• 8台

2 消防自動車－－－－ •••••••• ・・・58台

スノーケル車（3台）一－浜 松 市（1ゆ岡県）、京部

ill(京有111何）、熊本iii（熊本県）

軽化学車（4台） ー・ ‘｜ι塚市（神奈川県）、i1!Tlf

（一二重県）、 • if[紀北消防組合（__:. if[県）、宮崎di

（’出山奇県）

水槽車（17台）ー・・士別I也｝］消防組合（北海道）、

下北地域広域行政事務組合（青森山り、 ト手Ul:LI 地

区消防事務総合（青森り，~ ） 、塩釜 di （山城県）、浦

和 di(J奇un、伯TIJ(下策vn、黒部市（白山リ，り、

津山 TIJ （ 愛知り『~ ） 、彦桜市（滋賀 V，＼ ） 、寝屋川市 （大

阪 府）、明イ｛市（兵庫県）、宇部市（ill口県）、新南

1場市（山口県 ） 、 ~ j~ ~~J也氏広域市町村閤振興事苦労

組合（香川 v，~ ） 、久f{{米 1 11( 制岡県）、延岡市 （ l~f 

崎り『＼）、沖縄市（沖縄りn
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日本損害保険協会の活動く防災活動を中山に〉をお知
らせするページを開設しぎしだ。協会活動について、
ご意見やご質問ガありぎし芝ら、お気軽に編集部＝当
協会予防広報部予防課あてにお寄せく定さい。

標準車 （34台）・・・岩内寿都地方消防組合 （」til止

i丘）、輿昔II町（北海道）、根毛北部消防組介（」ヒ海

道）、｜援別町（北海道）、大勺消防組合（北iNiil）、

野辺地・‘｜ι内地区消防事務組合（青森県）、木造

地区消防組・l壬務組合（背森県）、男鹿地区消防

古II事務組合（秋l封県）、よ条市（新潟県）、水！京郷

消防組介（新潟県）、今 di市（栃木県）、伊勢崎市

・ff,：波広域市町村｜週仮興整備組介（群馬り，＼）、水

海道市（茨城県）、深谷地医消防組合（埼.，；＿v，り、

飯能市（崎トー県）、愛一Jll町（神奈川民＼）、西ptリー広

域消防組令（j＇持岡県）、立山田T(・,;-;ul 県 ） 、 ）.＇；~ 羽市

（二重県）、交野市（大阪府）、jj：原地区消防組令

(I瑚山県）、笠岡地区げjド；；j組合（！向山県）、竹m市

（広 1 ： .叫~ ） 、！司会事務組合（愛媛~n 、香南消防組

イ子（高知lY，~ ） 、粕谷南部消防組合（制岡県） 、宗像

消防組合＜r-，.，； 岡県）、千戸市（長崎リn、えびの I打

（日山奇県）、高II城r!J(川崎県）、八代di(if~本 V，＼ ） 、

人吉市（熊本県）、水俣市（古E本り,l)

'76防火ポスターデザイン募集中〆

H本JJl害保険協会では 、何年秋の金問火災予llJj

巡j[r)Jに協力して、 50)j枚の防火ポスターを制作し、

全作lの市町村に配布、ぬ山しております。ただ今

今年の｜坊火ポスターのデザインを募集中です。官

って ご応募ください。

締め切りはH召相511ド8刈18日（水）、議査以はfむ

念総策氏、消防庁長官、円本行1害保険協会会lとほ

かです。入選 l点707；円、佳作 5.＇.＂！.作20)j JTj、努

力Jt15点各 5万円の行合が贈られます。

詳しい募集要項は下記へこ、訪求ください。

〒101東京都千代田区神田錦町 1-9 1 

東京天理教館内

日本損害保険協会防火ポスターデザイン募集係



災害メモ

食火災

・4・1 那覇市放志の民宿桜坂荘

から出火。隣接の料理店など7棟、

1,000 m全焼。 2名死亡、 3名行方

不明。

・4・3 栃木県塩谷郡鬼悠川温泉

のホテル白河別館から出火。隣の本

館2棟計4,11smを全焼。

・4・13 北海道勇払1m追分間の国

鉄機関区から出火。 5車庫約 3,000

m：全焼。溶接作業の火が飛び散り、深

夜になって壁板が燃え出したらしい。

・4・29 東京都渋谷区の住宅から

出火。周辺の民家計5僚が全焼、 3

煉半焼計 ss9m焼失。 3名死亡、 19

世帯53名被災。

・5・14 /il"古市の十二神山中腹の

国有林から山火。 200ha以上焼失。

・その他火災はグラビアページヘ。

女爆発

・3・7 大津市雄浮田Iの旅館清元

機で、 H是房用ガスストーブが容のタ

バコの火で爆発。 9名.ill軽傷。

・3・9 姫路市網干区の臼本触媒

化学工場内で、アクリル円安メチルエ

ステル貯蔵タンクが原液注入作業中

爆発。タンク内に発生した静電気に

よる爆発らしい。

・3・19 北海道網走支庁佐呂間町

の大村泣船所作業場で、石油ストー

プが爆発。15m離れた灯油ドラムか

んに誘様。1ssm全焼。23名重軽傷。

・4・8 倉敷市の日本鉱業水i:J；＇製

油所のC重油直接脱硫装置のナフサ

ポンプが爆発、炎上。 7名重軽傷。

・5・10 山形県西村山郡の国件批

上川中流農業水平l]'j'；業の怜線トンネ

ル内で、充満したメタンガスがトロ

ッコ用屯気配線などの火花で引火、

爆発。 9名死亡、 l名負傷。

・5・20 八戸市の出光興産八戸ilil

槽所の般み込み所で、ガソリン給油

中のタンクローリーが爆発、炎上。

次々と 6台に誘様。 5名.ill軽傷。

＊陰上交通

・3・12 静岡県駿J!Umの束名上り

線で、トラックが中央分離帝に来り

上げ、後続のパスや_QI8台が次々と

追突や接触が欣。20名負傷。

・3・15 償手市の国道13号交差点

で、定期パスに亦伝号無視の大明ト

レーラーが衝突。 35名重軽傷。

・3・27 長野県小v,umの炭免道路

で、在人クラブの来ったパスが、道

路左側下約 1.5mの水田に転孫。32

名重軽傷。酒気併ぴ逆転。

・4・13 北海道白粉#1）の総当三本線

庶路駅付近で、おおぞら 3号の後日［I

7両脱線、償転。22？＇，重軽傷。

・5・10 神奈川県津久対二部の中央

高速で、マイクロパスがスピードの

出しすぎからガードレールに激突、

機転。 1名死亡、 24名長軽傷。

女海上交通

・3・26 宮占11lfJl崎沖北京19kmで

タンカー第38いづみ)L(999t・111円来

組）と貨物船シンサ－No5 (17 .290t) 

が循r~足。 タンカーから350kl の tt~it

プロパンガス噴出。

・3・31 東京湾大jドふ頗東 4.5km

の航路入口で、貨物船第 2中興九

( 14,000t・24'.f，来組）と隣国貨物船シ

ンヤン号(1,599t・30名采組）が衝突。

シ号は沈没。 if（油llOkl流出。
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・4・9 北海道伶山支庁上ノ町付

近の海~で、貨物船第 5 品悩)L (380

t・61古来組）が、シケのため道警色

61同行万不明。

・4・21 坂出 11"i大槌 ！~＼南西 1.Bkm

で、タンカ一宏伸丸（472.i]!並t・4名

乗組）と砂利保取船第16住栄丸（464t

・5名采組）が衝突。タンカーからガ

ソリンlOOkl流出。

・4・29 長崎県ii. ！~＇； 小他ti1みの西

30kmで、貨物船ゴールデンリーダ一

号（8,159t・24名来組）が座礁、沈没。

A・ CiRirt1625.5kl 流出。

・5・28 £111目各i中北東 2,700 kmの~t

洋B区械で、サケマス流し網漁船第

21雌栄）L(69t・ 18名来組）から出火。

6 r，死亡、 3r，重軽傷。

女自然

・3・14 糸魚川市越で、長さ 550

m、制 130mのがけ iJii れ~ 36万mの

土砂が流出。住宅4陳が倒壊し回、

山林などlOha浬まる。勺どけ水で地

税がゆるんだらしい。

・4・7 佐原市大合地区で、強い

雨を fl＇っ た突風~I., 民家など34棟の屋

似がわらや：容ガラスが破段。

・4・14 新潟県中頚城Jnlit'i-里村の

ツブラ沢で、長さ 300m、‘flt勾幅50

mのがけiJilれ。 5世備：22'.f,ili日＆

・4・18 新潟県北魚沼部小出町の

必権現山で地滑り。24日現住24,000

t 流出。38世情避難。数日 前の悶と

勺解け水で地盤がゆるんだらしい。

女その他

・3・15 三原市鷺浦田Iのl日常・沼田

川水道！日水供給事業の調整タンク建

設工事毛足場で、自己水池のパルプ室に

入った作業以が一般化決点中JJ。 3

r,>t:亡、 10名重軽症。

・3・22 川之江市金生田］の製紙会

社トーヨ工場で、抄紙機JIH也下原料

タンクr"JをiM，訪中、作業un-ME亡、
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6 r . .ill軽症。・3・26 ＊大阪市の大東鉄線会社

公主対策用機水処理場付近で、タ ン

クローリー阜の統般を誤まって次.'IE

温泉般ソーダタンクのパイプに注入。

極索ガスが噴出し作業mo名重軽症。

付近の住民なども22r,入院。

・5・6 北海道松前郡の青函トン

ネル吉岡作業坑切;.JiJで、掘削作業中

旬分4tの出水。・5・10 悩11:.1;i中海上で、航空大学

反発練習機ビーチ95-8-55型機が

墜滞。4名死亡。

＊海外・3・5 アルメニア共和国エレパ

ンイ寸近で、アエロフロートのイリユ

ーシン18型旅客機が墜落。120名死亡。

・3・9 イタリア北東部パルディ

フバエンミで、ケープルカーが墜す在。

42名死亡、数名負傷。

・3・13 フランス西端プルターニ

ュi中で、タンカーオリンピックプレ

イプリー（275,OOOt）が、強風のた

め大破。l,200tの盈油流出。

・3・24 ハイチ、ジェレミー近く

の沖で、沿岸フェリーサンソベール

号が火災、沈没。147名行方不明。

・4・2 米、セントルイス市で大

火。強風にあおられ市中心部の商業

地域4プロック焼失。

・4・2 コロンピアで、サテナ［lij

内航空DC3明旅客機がプエルトア

シス空港を雛｜塗直後、墜落。 5~「I YE 

亡、 24f，負1知。エンジン故障らしい。

・4・4 インドのアッサム州サル

マラ付て＼パスが川に転必。5or,1ヒ亡。
・4・5 シンガポール海峡で、大

明タ ンカーミセ ラ号（212,760重品

t）が座俄。2,OOOt以上原油流出。

・4・10 バングラデシュのファリ

ドプル地域の 5村で、竜巻。 200 ~円

以上死亡、数ioor,H fl~。

・4・13 へルシンキ北方 380kmの

ラプアで悌薬工場が爆発。 40:f，以上

死亡、 3or，負傷。

・4・14 アンデスJ也万のネウケン

西万80kmの上空で、アルゼンチン国

営石油公社所属の飛行機が空中分解

墜浪。 37名全員死亡。

・4・21 台湾中部の彰化近くで、

パスと急、行列卓が衝突。 38名死亡、

40名以上負傷。台湾戦後最大の＇l'i-放。・4・27 ブラジル南部ボルトアレ

グレの 8階建てデパートで火災。27

名以上死亡、 100名負傷。

・4・27 パージン諸砧のシャーロ

ットアマリの空港で、アメリカン航

空 8727型旅客機が着陸を誤って丘

に激突 。36名死亡、 9名行方不明。

・5・3 シベ リアのパイカル湖以

来の各所で、高j足と呉1r¥・乾燥により

山火事が発生。4万ha以上焼失。

・5・4 ロッテルダム近郊スヒー

ダム駅付近で急、行と通勤電車が衝突。

20名以上死亡、数10名が重傷。・5・9 スペイン中音~ウエラ村イ寸

近で、イラン航空8747型旅客機が墜

落e来客はおらず乗員17名全員死亡。

・5・12 ス吠インヰヒ昔日ラコルナ4巷

入口で、タンカーウルキオラ号（11

l,22lt）が座礁、大爆発。11万 t原

油流出。 11同行方不明。

・5・18 純国の京釜向速道路で、

トレーラーの積み荷の鉄板が崩れ、

それに後ろのパスが采り上げ転落。

24名死亡、 25名負傷。

・5・19 ルソン品に21時間降り続

いた台風雨。大マニラ 1iTの80%が水

浸し。 16f,死亡、19名行方不明。・5・21 グアム山をf;J瓜6りが的

幣。 1店IIで紗j必90mを，i己主kする雌j比

佐物の80%が似I浪。 3 r.1ヒ亡、多数

>f(f)Jj。

・5・23 ソウル市北東部で、将通

列車とタ ンクローリーが衝突、炎上。

2or，死亡、 80名以上.ill軽傷。

• i也記＇｛［刻4系はグラビアペー ジへ。

編集委員

秋田一雄 東京大学教授

安倍北夫 東京外国語大学教授

今津博 東京消防庁予防部長

紺野靖彦 読売新聞科学部長

七候重一 千代目火災海上

塚本孝一 日本大学教授

根本JI贋吉 世界天候診療所所長

塙克郎 科学？？察研究所交iifi部長

日吉信弘 住友海上火災

編集後記

．伊豆半島の異常隆起が地渓予知述

から発表されました。この隆起が地

袋の前兆なのか、そうでないのか現

段階では分からない、観iRIH手強化す

るとのこと。適確な地袋予知には、

まだまだ時間がかかりそうです。伊

豆半島沖地震のときの98号をとり出

してみたら、正統な予知研究だけで

なく、いろいろな研究がもっとあっ

てもいいのでは、と後記で奮いてい

ました。 ．東京消防庁の新しいピル

を見学、さすがに桜範的な防災ピル

とお見受けしました。ところが何と

リ方災とは不便なものです砂という

ささやきが聞かれました。当日は汗

ばむほどの室1品、冷房はまだ、それ

なのに防災監視のために窓を聞ける

こともできない。また、防火店主つき

の階段は利用するのに抵抗があって、

たった 1階移動するのにも、エレベ

ーターをf!I'.うとのこと。人間とは、

やっかいなものです。 （鈴木）
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3月7日東京都足立区の火災 ⑥共同通信

密集危険区域の火災続く
火災危険区域に指定あるいはマークされて

いる密集地の火災か報いている。

いずれもぎっしり建て込んだ古い家々、迷

路のように入り組み、消防車も入りにくい狭

い道路、水利が悪い等々、悪条件が重なった

ため、．被害が大きくなった 。

・3・7 午後10後40分ごろ、東京都足立区

関原町にある住宅 l階サンタ酔ル加工の内職作

業場から出火。建て込んでいる隣接の木造住

宅・アパー卜・工場など約I,400m＇を焼失。

原因はサンダルののり付け作業中、揮発性の

接着剤になにかの火が燃え移ったらしい。4

名死亡。・3・8 午前 3時10介ごろ、神戸市葺合区

脇浜町の空き家付近から出火。またたく問に

終戦直後からの古い住宅など38棟、 89戸、延

べ2,IOOm＇を焼失。109世帯226名被災。不審

火らし L、。

・4・19 午前 l時ごろ、京都市南区東九条

のアパー卜から出火。廃品回収の整理場やプ

レハブアパー卜など、 IIt束、 1200m＇を1尭失。

IOI世帯166名被災。

・4・21 午前日時40分ごろ、広島市本通の

紳士洋品店から出火。同ブロックの商店、飲

食店など計16棟、 17店舗3,370がを焼失。｜名

死亡0・5・｜日 午前 2時10介ごろ、北海道深川市

三条の深川小売市場共同便所付近から出火。

老朽木造住宅、市場など、計13棟3,060m＇を

焼失。25世帯65名被災。不審火らしい。

3月8日 神戸市葺合区の火災

4月21日 広島市本通の火災



世界各地で地震続く
・3・9 2月4日の地震にひき続き、グア

テマラでMS.2の地震。

・4 ・9 エクアドルでM6～ 717)地震。エ

スメラルダスでは建物が多数倒療。 10名以上

死亡、 50名以上負傷。

・5・6 イタリア、 トリエステの北方およ

そ80km、深さ地下9.6 22.Skmを震源地とする

M6.9の地震 。北東部の州都ウジネとその北東

に広がる 19町村に被害が集中。48時間に42回

の余震を記録。 9日には MS.7、 ll自に M6.2

の地震が追い打ちし 、大惨害。 12日現在 925

名死亡、2,200名以上負傷。 15万名以上被災。

また、 6日、 9日の地震で、ユーゴスラビ

アのスロベニア州西部でも I,000世帯被災。

・5 ・16 ベル一、 リ7 東方約 270kmのベル

ー中部ジャーングルのサチポ地区を震源地とす

るM 6.5～ 7の地震。アヤクチョ県で地；骨 η

が発生し、 5名死亡、 10名負傷。

・5・17 中央アジアのウズベク共和国ヵ・ズ

リの北約70kmのクルジュクタウ山地を震源地

とする、ソ連式震度で 8～ 9ポイントの地震。

天然Jザスの町ガズりでは家屋のほとんどが倒

壊 。10,000名以上被災。死者数不明。また同

時に洪水による地滑 ηも起こり大被害。



刊行物／映画／スライドご案内

総合防災誌

予防時報（季刊）

防火指針シリーズ

。高層ビルの防火指針

＠駐車場の防火指針

＠地下街の防火指針

。プラスチック加工工場の防火指針

＠スーパーマーケットの防火指針

。LPガスの防火指針

＠ガ「ス溶接の防火指針

。高層ホテル・旅館の防火指針

＠石油精製工業の防火・防爆指針

⑪ 自然発火の防火指針

⑪石油化学工業の防火・防爆指針

＠ヘルスセンターの防火指針

＠プラント運転の防火・防爆指針

＠危険物施設等における火気使用工事の防火指針

防 災指導書

防災読本

ビルの防火について（浜田稔著）

火災の実例からみた防火管理（増補版）

ピル内の可燃物と火災危険性（浜田稔著）

都市の防火蓄積（浜田稔著）

危険物要覧 ・増補版（iii奇川範行著）

工場防火の基礎知識（秋田一雄著）

旅館・ ホテルの防火（堀内三郎著）

防火管理必携

事例が語るデパートの防火（塚本孝一著）

やさしい火の科学（崎川範行著）

くらしの防火手帳（富樫三郎著）

イザというときどう逃げるかー防災の行動科学（安倍北夫著）

あなたの城は安心力、？ 一高層アパートの防火（塚本孝一著）

現代版火の伺心の本

います ぐ覚えておこう ー暮らしの防災知識

そのとき／あなたがりーダーだ（安倍北夫著）

防火のしおり

住宅／料理店・飲食店／旅館／アパート／学校／商店／

劇場・映画館／小事務所メ公衆浴場／ガソリンスタンド／

印刷工場／クリーニング／病院・診療所／漫髪店・美容院

プロパンガスを安全に使うために

生活と危険物

火災報知装置

映画

どんな消火器がよいか

みんなで考える家庭の防火

みんなで考える工場の防火

あぶないグ あなたの子が

みんなで考える火災と避難

あなたは火事の恐ろしさを知らない

ドライノfーとモラル

危険はつくられる（くらしの防火）

動物村の消防士

パニックをさけるために（あるピル火災に学ぶもの）

煙の恐ろしさ

ザ・ファイヤー・Gメン

ふたりの私

オートスライド

防火管理

火災 ・地震からいのちを守ろう

ここに目をむけよう／（火災の陰の立て役者）

実例にみる防災アイディア（家族みんなの火の用心）

工場の防災（安全管理システムの活力、しかた）

映画・ スラ イドは、防火講演会 ・座談会のお η、ぜひご利用くださ L、。当協会ならびに当協会各地方委員会（所在地：札幌・
仙台・新潟・機浜・静岡・金沢・名古屋・京都・大阪・神戸・広島・高松・福岡）にて、無料で貸し出しいた してお ηます。

社団法人日本損害保険協会東京都千代田区神間 1-9-1=r 



季刊

予防時報
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発行所社団法人日本編害保険協会
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電話＝（03)294-4911（大代表）

ふたりの私
16ミリ・カラー30分

この映画は、ある平凡な家庭の主婦を中心lこ

したドラマて、す。

私たちの生活は、昔にくらべると非常に便利

になりました。台所をはじめとして、住環境

が大きく変化し、使い捨てを美徳とする高度

成長時代を体験する中で、何か大切なものを

忘れ去ってしまったような面があります。

ある日訪ねてきた田舎の義母が、その大切な

ものを私（主人公）に教えてくれます。家庭

の防火に欠かせない大切なものを……。

火に気をつけようという心に対して、 「少し

くらいなら」と邪魔をしようとする心。誰の

心の中にもいる、二人の私。その二人がかけ

合いながらドラマを進め、観る人に共感を呼

び起こしながら、知らぬ聞に防火思想、を啓蒙

します。
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